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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の状況 

 （注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

回次 第26期 第27期 第28期 第29期 第30期 

決算年月 平成14年６月 平成15年６月 平成16年６月 平成17年６月 平成18年６月 

売上高 （千円） 10,237,236 14,627,116 18,138,874 20,359,507 22,909,767 

経常利益 （千円） 1,438,272 1,822,520 2,275,234 1,688,032 2,924,243 

当期純利益 （千円） 561,323 989,795 1,108,789 901,069 1,459,564 

持分法を適用した場

合の投資利益 
（千円） － － － － － 

資本金 （千円） 222,000 668,250 698,000 1,594,090 1,597,398 

発行済株式総数 （株） 13,460 59,840 61,200 134,438 134,670 

純資産額 （千円） 1,772,782 3,747,196 4,679,759 7,204,023 8,502,684 

総資産額 （千円） 6,334,398 9,378,326 10,548,299 12,711,033 13,892,088 

１株当たり純資産額 （円） 131,707.48 62,118.92 75,813.07 53,288.68 63,137.18 

１株当たり配当額 

(うち１株当たり中間

配当額) 

（円） 
2,000 

(－) 

2,500 

(－) 

2,000 

(1,000) 

1,000 

(500) 

1,000 

(500) 

１株当たり当期純利

益金額 
（円） 45,125.91 17,211.95 17,552.33 6,522.92 10,848.25 

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額 

（円） － 16,718.54 17,317.76 6,504.42 10,836.15 

自己資本比率 （％） 28.0 40.0 44.4 56.7 61.2 

自己資本利益率 （％） 41.25 35.86 26.32 15.16 18.59 

株価収益率 （倍） － 11.04 26.66 17.78 20.00 

配当性向 （％） 4.43 14.52 11.39 15.33 9.22 

営業活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） 1,804,080 1,503,543 2,148,520 1,310,326 3,328,060 

投資活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） △2,145,764 △2,670,130 △2,304,503 △1,130,153 △611,423 

財務活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） 515,494 1,885,181 △146,141 1,408,537 △1,195,128 

現金及び現金同等物

の期末残高 
（千円） 682,234 1,400,828 1,098,702 2,687,413 4,208,922 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者

数) 

（人） 
264 

(2,159) 

361 

(3,381) 

450 

(3,980) 

464 

(4,152) 

532 

(4,229) 



３．第27期において、平成14年11月8日付をもって株式を1株につき4株に分割しております。また、平成15年3月

6日付で有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）（6,000株、1,032,300千円）を行っておりま

す。これにより、発行済株式総数及び純資産額が増加しております。 

４．第28期において、平成15年9月22日付で,ストックオプション権利行使（1,360株、59,500千円）により、発

行済株式総数及び純資産額が増加しております。 

５．第29期において、平成16年8月6日付で,ストックオプション権利行使（576株、29,520千円）がなされており

ます。また、平成16年9月15日付で有償一般公募（5,000株、1,619,200千円）、平成16年10月6日付で有償第

三者割当（443株、143,461千円）を行っております。さらに、平成16年12月20日付をもって株式を1株につ

き２株に分割しております。これにより、発行済株式総数及び純資産額が増加しております。 

６．第27期から、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額の算定に当たっては、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当

たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。 

７．１株当たり当期純利益金額は期中平均株式数により算出しておりますが、無償で発行した株式については期

首に株式数が増加したものとして算出しております。 

８．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第26期においては、ストックオプション制度導入に

伴う新株予約権残高がありますが、当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もしていないため、期中平均株

価が把握できませんので、記載しておりません。 

９．第27期の１株当たり配当額には、上場記念配当500円を含んでおります。 

10．第26期の株価収益率については、当社株式は非上場・非登録でありますので、記載しておりません。 



２【沿革】 

年月 事項 

昭和52年４月 有限会社三光フーズ設立 

昭和58年２月 有限会社三光フーズを組織変更し、株式会社三光フーズ設立 

昭和59年９月 「だいこんの花」第１号店を渋谷に開店 

平成３年８月 「葡萄屋」渋谷店を開店 

平成３年10月 「酒菜屋 東方見聞録」渋谷店を開店 

平成８年11月 スパッゲティ専門店「パスタママ」新宿店を開店 

平成10年12月 「東方見聞録」新宿地域第１号店として新宿中央東口店を開店 

平成12年２月 神奈川県に初出店となる「東方見聞録」横浜西口店を開店 

平成12年11月 「月の雫」第１号店として赤坂見附店を開店 

平成13年４月 株式会社三光フーズ業務拡大につき、本社を東京都新宿区新宿三丁目に移転 

平成13年12月 東京都下（23区外）に初出店となる「東方見聞録」府中店を開店 

平成14年３月 駅ビルへの初出店となる「月の雫」アトレ上野店を開店 

平成14年10月 商号を株式会社三光マーケティングフーズに変更 

平成15年３月 日本証券業協会ジャスダック市場に株式を店頭登録 

平成15年４月 大阪市北区梅田に初出店となる「月の雫」西梅田店を開店 

平成16年６月 業務拡大に伴い、本社を東京都新宿区西新宿二丁目新宿ＮＳビルに移転 

平成16年７月 第三の業態「黄金の蔵ジパング」新宿東口店を開店 

平成16年９月 埼玉県さいたま市に初出店となる「月の雫」大宮店を開店 

平成16年９月 東京証券取引所市場第二部に上場 

平成16年９月 名古屋市中区錦にＦＣ１号店「月の雫」名古屋栄店を開店 

平成16年10月 神戸市中央区に初出店となる「月の雫」クレフィ三宮店を開店 

 平成17年４月  

  

大阪市阿倍野区に「東方見聞録」としては40店舗、総数では90店舗目となるあべのアポロビル店

を開店  

 平成18年３月  

  

千代田区御茶ノ水に直営店100店舗目となる「黄金の蔵」お茶の水店を開店 



３【事業の内容】 

 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社三光マーケティングフーズ）及び、子会社（株式会

社エス・エー・ケー水産）１社により構成されております。 

 当社は、「価値ある食文化の提案」を企業理念として、従来の居酒屋チェーンとは異なる「個室感覚」と「手作り

感」をコンセプトにした「東方見聞録」と「月の雫」に加え、その２業態のコンセプトを活かし、より広範囲のお客

様をターゲットとした「黄金の蔵」の合計３業態をメインに、首都圏を中心に外食事業を展開しております。各業態

の特徴は下記のとおりであります。 

 なお、子会社である株式会社エス・エー・ケー水産により回転寿司「大漁太郎」も出店しておりましたが、平成 

18年７月31日に閉店しております。 

 （注） 店舗数は平成18年６月30日現在の数です。 

フランチャイズ店として「月の雫」を１店舗、名古屋栄町に開店しております。 

業態 特徴 店舗数（店） 

東方見聞録 

（含む庖坊主） 

“都会の中の隠れ家”としてご利用いただけるような“個室感覚の空間

作り”を意識し、照明を抑えた落ち着いた雰囲気の店舗作りに取り組ん

でおります。炭火串焼を中心に“手作り感”を大切にした幅広いメニュ

ーを揃え、お客様にくつろぎの時間をご堪能していただくことを志した

店舗です。 

43 

月の雫 

（含む荳庵） 

「東方見聞録」の店舗開発で確立してきた“個室感覚の空間作り”のコ

ンセプトを継承して、より女性を意識した店作りに取り組んだのが「月

の雫」であります。「月の雫」ではヘルシーなイメージが定着している

豆冨料理を中心にしたメニューを揃え、「東方見聞録」と同様、“手作

り感”を大切にした料理を提供しております。 

35 

黄金の蔵 

  

「東方見聞録」、「月の雫」の店舗開発で得たスキルと経験を活かした

“半個室感覚”のコンセプトを意識し、低価格帯の和洋創作メニューを

中心としてより広範囲のお客様をターゲットとしております。「東方見

聞録」、「月の雫」と同様、“手作り感”を大切にした料理を提供して

おります。 

16 

その他 

様々なパスタのバリエーションを手軽に楽しめるパスタ専門店「パスタ

ママ」を２店舗、プライベートを配慮した作りで和食・洋食・イタリア

ンの多彩なメニューをお手頃な価格でご提供する「葡萄屋」1店舗と「吉

今ダイニング」２店舗、ビジネス街大手町で高級感に溢れ、広い空間で

ご利用いただける「吉今」を1店舗出店しています。 

６ 



４【関係会社の状況】 

 該当事項はありません。 

５【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数には、使用人兼務役員１名、出向者３名は含まれておりません。 

２．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を（  ）内に外数で記載しております。 

３．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

４．従業員が前事業年度末に比べ68名増加しましたのは、当事業年度において８店舗出店したことによるもので

あります。 

(2）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であり、特記すべき事項はありません。 

  平成18年６月30日現在

従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

532 (4,229)   31.3  1.9 4,188,129 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 平成18年６月期における日本経済は、雇用環境の改善や、設備投資の堅調さは見られるものの、足元の個人消費

には明るい兆しが見られず、依然として景気回復の勢いは弱く、停滞感が残る状況であります。外食残業において

も、所得減少に伴う消費低迷や生産年齢人口の減少等を背景にここ数年来、市場規模の縮小が続き、加えて中食市

場の拡大や相次ぐ自然災害・天候不順の影響もあり、外食各社の経営に影響を与えております。また、平成15年12

月の米国BSE発生に伴う米国産牛肉輸入禁止措置の継続や鳥インフルエンザ等の食の安全性に対する問題が経営環

境の厳しさに拍車をかけました。 

 当社はこのような状況のもと、「管理体制の強化」を主軸とし、内部体制の見直しと強化を中心とした改革を断

行してきました。その結果として当事業年度の出店数は８店舗と前事業年度出店数の28店舗に比べ大幅に減少しま

したが、管理体制の基礎固めは完了したものと判断しております。その管理体制の強化をベースとした売上の上昇

と、経費の厳格なコントロールにより営業利益のみならず経常利益においても前事業年度に比べ大幅に改善しまし

た。当事業年度の出店の内訳は「東方見聞録」１店舗、「月の雫」１店舗、「黄金の蔵」５店舗、「吉今ダイニン

グ」を１店舗です。また当事業年度に２店舗の業態変更を行いました。業態変更は「黄金の蔵 鶏ちゃん 西梅田

店」を「黄金の蔵 ジパング 西梅田店」に（平成17年11月）、「牛力屋 新小岩南口店」を「黄金の蔵 新小岩

南口店」（平成17年11月）に変更いたしました。 

 以上の結果、当事業年度末までの総店舗数は直営店100店、フランチャイズ店１店となり、売上高は229億９百万

円（前年同期比12.5%増）経常利益29億24百万円（同73.2％増）、当期純利益14億59百万円（同62.0％増）と増収

増益となりました。 

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前事業年度末と比べ15億21百万円

増（前年同期比4.2%減）の42億8百万円となりました。 

 なお、当事業年度における各キャッシュ・フローの状況及び増減要因は、「７ 財政状態及び経営成績の分析

（3）キャッシュ・フローの分析」に記載のとおりであります。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）原材料仕入実績 

 原材料仕入実績を業態別に示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）販売実績 

 販売実績を業態別に示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）収容能力及び収容実績 

 収容能力及び収容実績を業態別に示すと、次のとおりであります。 

 （注） 客席数は、各月末現在の各店舗客席数×営業日数として算出しております。 

業態別 
第30期 

（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

前年同期比（％） 

 東方見聞録             2,538,817千円 100.5  

 月の雫         2,365,751 104.2  

 黄金の蔵           685,516 301.2  

 その他           223,849  40.4  

合計          5,813,935  104.2  

業態別 
第30期 

（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

前年同期比（％） 

 東方見聞録             9,983,301千円 102.5  

 月の雫         9,238,889 107.8  

 黄金の蔵          2,624,567  316.5  

 その他          1,063,008   87.6  

合計         22,909,767  112.5  

業態別 

第29期 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

第30期（当事業年度） 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

客席数 
（千席） 

構成比 
（％） 

来店客数
（千人）

構成比 
（％） 

客席数 
（千席）

構成比 
（％） 

来店客数 
（千人） 

構成比 
（％） 

東方見聞録 2,920 46.3 3,231 48.7 3,150 42.2 3,267 43.6 

月の雫 2,765 43.8 2,670 40.2 3,179 42.5 2,862 38.2 

黄金の蔵 320 5.1 323 4.9 845 11.3 962 12.8 

その他 307 4.8 415 6.2 300 4.0 409 5.4 

合計 6,313 100.0 6,639 100.0 7,475 100.0 7,501 100.0 



３【対処すべき課題】 

今後の経済見通しにつきましては、企業収益の改善と設備投資の増加、個人消費の緩やかな増加、雇用情勢の改

善、輸出・生産の持ち直しなど、企業部門の好調さが家計部門へ波及しており、国内民間需要に支えられた景気回復

が続くと見込まれています。一方、原油価格の動向が内外経済に与える影響などには留意する必要があるという状況

です。外食産業におきましては、米国産牛肉の輸入再開の見通しなどの明るい話題もある一方、米国産牛肉の危険部

位混合防止策の実効性に疑問が残るなどとされ、鳥インフルエンザの世界的な蔓延と共に食に対する安全性の問題が

顕在していることや、個人消費の緩やかな増加が中々外食産業には反映されてはいないこと等、引き続き厳しい状況

で推移するものと予測しております。               

 このような環境の中、当社の課題である管理体制並びに組織体制を当事業年度同様引き続き強化することにより、

高速出店への対処と同業他社への差別化、独自の販売促進方法の開発による販売力の強化、確固たるブランド戦略に

基づくブランドイメージ（東方見聞録・月の雫・黄金の蔵）の維持・向上、新業態の開発とそのオペレーションの確

立、フランチャイズ事業の拡大等、改革と改善を常に意識し経営基盤の確立に邁進いたします。またこれまでと同

様、お客様が「こころの快適さ」を感じられる店舗空間の中で行き届いたサービスと、「手作り感」のある創作料理

を提供できる店舗作りに励み、お客様に繰り返しご利用いただけますよう、たゆまぬ努力を続ける所存です。 



４【事業等のリスク】 

当社の事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、

必ずしもリスク要因に該当しない事項であっても、投資者の投資判断上重要または有益であると考えられる事項につ

いては、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に記載しております。なお、当社は、これらのリスク発生

可能性を認識した上で発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、本株式に関する投資判断は、

以下に記載した事項を慎重に検討の上で行われる必要があると考えられます。 

 本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当事業年度末日現在において判断したもの

であります。 

（１）経営成績の変動について 

 当社は、「東方見聞録」、「月の雫」、及び「黄金の蔵」を主力業態として、首都圏を中心に店舗展開する外食企

業で、各業態とも個室感覚の客席空間を重視した店舗開発を進めてきております。こうした店舗開発の基本的なコン

セプトは、「東方見聞録」の出店を進めていくなかで固めてきたものであり、平成12年６月期より特に積極的な出店

を開始しております。平成13年６月期には同様のコンセプトのもと、より女性のお客様を意識した業態として「月の

雫」の出店を開始し、さらに平成17年６月期にはより広範囲のお客様をターゲットとした「黄金の蔵」の出店を開始

しております。この積極的な出店が寄与してきた結果、以下の表のとおり当社は増収増益を辿ってまいりましたが、

平成17年６月期は28店舗の出店により先行経費が発生したことにより対前期比減益となりました。この反省を踏まえ

て管理体制を強化し、平成18年６月期は再び増収増益となりました。 

 このように当社の事業は「東方見聞録」、「月の雫」、及び「黄金の蔵」が柱となっており、平成18年６月期にお

ける「東方見聞録」の売上高は当社売上高の43.6％を占め、「月の雫」、「黄金の蔵」の売上高はそれぞれ40.3％、

11.5％を占めております。当社といたしましては、消費者ニーズを捉えた新業態の開発に取り組んでいく所存ではあ

りますが、消費者ニーズの変化等により、各業態の基本的なコンセプトとなっている個室感覚の客席空間を重視した

店舗の集客力が低下していった場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

（２）競合について 

 当社の主力業態である「東方見聞録」、「月の雫」、及び「黄金の蔵」は、従来の居酒屋にはあまり見られなかっ

た個室感覚で落ち着いた雰囲気の空間作りに注力して店舗開発を進めており、こうした取組みによって他の居酒屋等

との差別化を図ってまいりました。しかしながら、最近では同業他社において、当社と同じような個室感覚の店舗コ

ンセプトによる出店が増加しており、今後こうした類似店舗の出店により競争が激しくなることが予想されます。ま

た商品面に関しましても、類似メニューの出現や低価格競争など他社との競争激化は避けられぬ状況となっておりま

す。当社といたしましては、店舗ならびに商品開発力の向上、新業態の開発等に取り組むことによって差別化を図っ

ていく方針ではありますが、競争が激化することによって当社の業績に影響を与える可能性があります。 

決算期 
第26期 第27期 第28期 第29期 第30期 

平成14年6月期 平成15年6月期 平成16年6月期 平成17年6月期 平成18年6月期 

売上高（千円） 10,237,236 14,627,116 18,138,874 20,359,507 22,909,767 

  東方見聞録（千円） 6,537,088 7,967,672 9,491,730 9,743,068 9,983,301 

  月の雫（千円） 3,154,588 6,242,125 8,121,948 8,573,161 9,238,889 

  黄金の蔵（千円） － － － 829,367 2,624,567 

  その他（千円） 545,559 417,318 525,195 1,213,910 1,063,008 

営業利益（千円） 1,455,437 1,920,768 2,288,859 1,695,411 2,839,203 

経常利益（千円） 1,438,272 1,822,520 2,275,234 1,688,032 2,924,243 

当期純利益（千円） 561,323 989,795 1,108,789 901,069 1,459,564 

期末店舗数（店) 33 54 68 92 100 

  東方見聞録（店） 20 29 36 42 43 

  月の雫（店） 10 22 25 34 35 

  黄金の蔵（店） － － － 10 16 

  その他（店） 3 3 7 6 6 



（３）店舗展開について 

①既存の店舗業態の出店余地  

 当社は直営店舗により出店を行っており、当事業年度末現在において100店舗（「東方見聞録」43店、「月の雫」

35店、「黄金の蔵」16店、その他６店）を出店しております。これまでの出店地域は、主として東京都23区内に集中

しております。当社が新規に出店する際の出店先の選定については、店舗の採算性、賃借条件、及び周辺の環境等を

考慮して決定してきております。今後は首都圏以外の地域も含め出店を計画しており、引き続き積極的な出店を行う

方針であります。しかしながら、出店対象として当社が希望する条件等に合致する物件を十分に確保できない場合に

は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

②不動産賃貸借市場の影響  

 当社は、引き続き積極的な出店を行う方針ではありますが、このことは必ずしも過去における年間出店数の継続を

意味するものではなく、出店数は不動産賃貸借市場における需給関係の影響を受けます。また、差入保証金・敷金等

の出店コスト及び賃借料等の出店後の運営費用といった重要な要素が不動産賃貸借市場における需給関係の影響を受

け、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

③既存店舗の閉店等  

 業績不振の既存店舗につきましては、個別の状況を勘案した上で閉店等を含めた対応を図る方針であります。閉店

等に際しては、固定資産の除却もしくは売却等に関する損益の発生等によって、当社の業績が影響を受ける可能性が

あります。 

④新規業態  

 当社は、今後新規業態である食堂事業を拡大する予定であります。この食堂事業の出店地域は当社のこれまでの居

酒屋事業とは異なり、郊外のロードサイドを中心に選定してまいります。居酒屋事業の出店地域に比べ、食堂事業に

ついてはまだ出店余地が大きいものと想定しており、居酒屋事業の出店余地縮小に関するリスクをある程度軽減でき

るものと想定しておりますが、食堂事業が必ずしも期待通りに伸張する保証はなく、収益率が初期の目標に達しない

ことによって、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

⑤フランチャイズ事業  

 当社は、今後フランチャイズ事業を拡大する予定であり、「月の雫」を中心に、直営店で培ったノウハウを生か

し、当社がこれまで進出していない地方都市を中心に加盟店を募集する方針であります。今後フランチャイズ事業が

拡大した場合、加盟店宛債権に係るリスク要因や、加盟店とのトラブルの発生及び要員拡充に係る費用発生等加盟店

管理に係るリスク要因等が、当社の業績に影響を与えるようになる可能性があります。また、フランチャイズ事業が

必ずしも期待通りに伸張する保証はなく、収益率が初期の目標に達しないことによって、当社の業績に悪影響を及ぼ

す可能性があります。 

（４）食材について 

 食材につきましては、BSE、鳥インフルエンザや残留農薬等に代表されるようにその安全性が疑われる問題が生じ

ており、需給関係に変動が生じる事態も想定され、良質な食材を安定的に確保していくことが、以前にも増して外食

業界の重要な関心事項となってきております。また、ここ数年続いている異常気象が原因の食材不足による食材価格

の高騰も当社の粗利益に影響を与えかねない大きな要因となっております。当社におきましては、食材の安全性及び

安定的な確保に向けてこれまで以上に慎重に取り組んでいく方針でありますが、食材の安全性が疑われる事態の発

生、食材市況の大幅な変動、もしくは食材の安定的な確保に支障を来たす事態の発生等により、当社の業績が影響を

受ける可能性があります。 

（５）法的規制について 

① 食品衛生法 

 当社は飲食店として食品衛生法により規制を受けております。食品衛生法は、飲食に起因する衛生上の危害の発

生防止及び公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的としており、飲食店を営業するにあたっては、食品衛生

管理者を置き、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければなりません。また、食中

毒事故を起こした場合等、食品衛生法の規定に抵触した場合、同法第54条・第55条・第56条の規定により、食品等

の廃棄処分、営業許可の取消し、営業の禁止、一定期間の営業停止等の処分を命じられることがあります。なお、

現時点において、上記処分の事由となるような事項は発生しておりません。 

② 食品循環資源の再利用等の促進に関する法律 

 当社は食品循環資源の再利用等の促進に関する法律（以下「食品リサイクル法」）による規制を受けておりま

す。食品リサイクル法により、食品関連事業者は、食品廃棄物の発生抑制、減量化、又は食品循環資源の再利用に

取り組まなければならないと義務付けられております。このため、当社は、設備の増設等の経済的負担が増加する

可能性があり、当社の業績に影響を与える可能性があります。 



（６）食中毒について 

 当社の「月の雫」川崎店をご利用頂いたお客様から平成13年12月に43名の食中毒症状の患者が発生し、患者からサ

ルモネラ菌が検出されました。このため、同店は川崎区役所保健所より食品衛生法に基づき平成13年12月21日から５

日間の営業停止の処分を受けております。当社は、これを機に従来以上に衛生管理の徹底を図り、衛生面のチェック

体制の強化、従業員への衛生管理教育の充実を図るほか、外部業者による菌検査等を定期的に実施しております。 

 なお、同店の食中毒事故以後、当事業年度末現在まで食中毒事故は発生しておりませんが、今後当社の店舗におい

て食中毒事故が発生した場合、当社の業績等に影響を与える可能性があります。 

（７）店舗の火災発生について 

 当社の「だいこんの花109前店」（東京都渋谷区）において、平成15年10月６日午後４時30分頃、火災が発生し、

店舗厨房部分約24㎡を焼失いたしました。同店舗の売上高が当社全体に占める割合は低く、また、同店舗は火災保険

に加入しており、実害は僅少ですが、同店舗と同じビルのテナントの２階、１階、地階の飲食店、1階の眼鏡店に放

水による漏水被害が発生しております。 

 当社は、これを機に従来以上に安全管理の徹底を図り、安全面のチェック体制の強化、従業員への安全管理教育の

充実を図る等の再発防止策をとっております。 

 なお、同店の火災以後、当事業年度末現在まで火災は発生しておりませんが、今後当社の店舗において火災が発生

した場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

（８）人材の確保及び育成について 

 当社は、積極的な店舗展開を行う方針であり、そのためには必要な人材を確保していく必要がありますが、特に店

舗運営における経験をもった人材を確保し、育成していくことは重要な課題であります。当社におきましては、求

人・採用のレベルアップ、採用後の従業員に対するフォローの充実、OJTによる教育及び研修制度の充実等による人

材育成に取り組んでおりますが、当社における人材の確保及び育成が出店スピードに追いつかない場合、当社の業績

に影響を与える可能性があります。 

（９）短時間労働者（パートタイマー等）への厚生年金の適用拡大について 

 次期年金制度改革に際し、厚生労働省より、将来における年金財政の安定化等を目的として、短時間労働者に対す

る厚生年金の適用基準を拡大する案が提示されております。提示案によれば、今後、週20時間以上又は年収65万円以

上の短時間労働者について、新たに加入が義務付けられることとなっております。 

 当社は、業種特性上、従業員に占める短時間労働者の比率が高いため、上記の法改正が施行された場合には、当社

が負担する保険料の増加等が、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

（10）訴訟について 

 当社は、株式会社モンテローザが展開する居酒屋チェーン「月の宴」が、当社の展開する「月の雫」の業態を模倣

したものであるとして、平成15年７月14日に当社を原告、株式会社モンテローザを被告として、「月の宴」という名

称の使用差止めと、110,000千円の損害賠償を求めて、横浜地方裁判所に提訴いたしました。当事業年度末現在、横

浜地方裁判所において係争中であります。 

 なお、株式会社モンテローザは、平成15年12月12日、同社を原告、当社を被告として、「虚偽の事実を流布され、

営業被害を受けた」として、129,500千円の損害賠償等を求め、横浜地方裁判所に反訴しております。 

 上記訴訟の帰趨によっては、当社の業績が影響を受ける可能性があります。 

（11）敷金の回収について 

 当社は、主に、店舗の建物等を賃借する方式で出店しており、賃借に際して貸主に敷金を差し入れております。今

後契約期間満了による退店等が発生した際に、物件所有者の財政状態によっては回収不能となる可能性があり、そう

した場合には、当社の業績が影響を受ける可能性があります。 

 また、当社は、敷金の一部に関して、店舗建物貸主及び金融機関との間で敷金預託委託契約を締結しており、当該

契約に基づいて金融機関が当社に代わって店舗建物貸主に敷金を預託しております。何らかの理由で当該金融機関が

当該敷金を回収できない場合には、当社はこれを補償する義務を有しているため、当社の業績が影響を受ける可能性

があります。尚、平成18年６月末における敷金預託委託金額は、547,245千円であります。 

（12）個人情報の管理について 

 当社は、顧客からのアンケート情報等を収集し、顧客満足度の把握及びサービス向上に努めております。個人情報

の管理に関しては万全を期しておりますが、何らかの理由で個人情報が漏洩した場合には、損害賠償請求の発生や社

会的信用の低下等により、当社の業績が影響を受ける可能性があります。 



５【経営上の重要な契約等】 

（提出会社） 

フランチャイジーとの加盟契約 

 当社は、当事業年度末現在、１社（１店舗）とフランチャイズ契約を締結しております。その内容は次のとお

りであります。 

(1）当事者（当社と加盟者）間で、締結する契約 

① 契約の名称    月の雫フランチャイズチェーン加盟契約 

② 契約の本旨    当社の許諾による高級居酒屋「月の雫フランチャイズチェーン」に加入し、当該店舗経営

           のための、フランチャイズ契約関係を形成すること。 

(2）加盟に際して徴収する契約金、その他金銭に関する事項 

① 加盟契約金    800万円（別途消費税） 

② 保証金      200万円 

③ ロイヤルティ   総売上高の２％（別途消費税） 

④ システム使用料  毎月20万円（別途消費税） 

⑤ 契約更新料    200万円（別途消費税） 

(3）商標等の使用許諾に関する事項 

 月の雫の商標、サービスマーク、ロゴマーク、意匠、キャッチフレーズ等一切の営業表示については、当社の指

示に従って使用することを許諾する。 

(4）契約期間に関する事項 

① 契約期間     契約日より５年間 

② 契約更新     当事者（当社と加盟者）間の合意がなされる場合に限り契約の更新を行う。契約の更新期

           間は２年とする。 

６【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

 当事業年度の財政状態の分析 

(1）財政状態の分析 

① 資産 

イ．流動資産       前年同期比59.9％増加し、52億54百万円となりました。 

この主な増加要因は、固定資産売却による預金増によるものであります。 

ロ．固定資産       前年同期比8.4％減少し、86億37百万円となりました。 

この主な減少要因は、有形固定資産売却による減少によるものであります。 

② 負債 

イ．流動負債       前年同期比16.9％増加し、42億18百万円となりました。 

             この主な増加要因は、未払法人税等の増加によるものであります。 

ロ．固定負債       前年同期比38.4％減少し、11億70百万円となりました。 

             この主な要因は、長期借入金の減少によるものであります。 

③ 純資産         前年同期比18.0％増加し、85億２百万円となりました。 

この主な増加要因は、利益剰余金の増加によるものであります。 

(2）経営成績の分析 

① 売上高         前年同期比12.5％増加し、229億９百万円となりました。 

この主な増加要因は、前事業年度出店（28店）が当事業年度フルに寄与し、更に

当事業年度出店（８店）により売上増となったものであります。 

② 売上原価        前年同期比4.0％増加し、58億円となりました。 

この主な増加要因は、新規出店に伴う増加によるものであります。 

③ 売上総利益       前年同期比15.8％増加し、171億９百万円となりました。 

この主な増加要因は、食材原価の見直しにより売上原価率が2.1％減少したこと

と出店増に伴う売上増によるものです。 

④ 販売費及び一般管理費  前年同期比9.1％増加し、142億70百万円となりました。 

この主な増加要因は、新規出店に伴う人件費、採用費、地代家賃、水道光熱費、

租税公課の増加によるものであります。 

⑤ 営業利益        以上の結果前年同期比67.5％増加し、28億39百万円となりました。 

⑥ 営業外収益       前年同期比36.5％増加し、１億23百万円となりました。 

この主な増加要因は、固定資産負担金の増加と紹介等手数料収入によるものであ

ります。 

⑦ 営業外費用       前年同期比60.9％減少し、38百万円となりました。 

この主な減少要因は、新株発行費及び株式上場費用が当事業年度は発生しなかっ

たことと借入金利息の減少によるものであります。 

⑧ 経常利益        以上の結果前年同期比73.2％増加し、29億24百万円となりました。 

⑨ 特別損失        前年同期比82.6％減少し、43百万円となりました。 

                     この主な減少要因は、閉店がなかったことに伴い固定資産処分損が発生しなかっ

            たことによるものであります。                       

⑩ 当期純利益       以上の結果前年同期比62.0％増加し、14億59百万円となりました。 

        

  



(3）キャッシュ・フローの分析 

 当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、有形固定資産の売却等により、前

事業年度末と比べ15億21百万円増（前年同期比4.2％減）の42億８百万円となりました。 

 なお、当事業年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、33億28百万円（同154.0％増）となりました。これは、

主に前事業年度出店（28店）が当事業年度フルに寄与したことや、仕入コストの見直し等による経費削減により

税引前当期純利益が28億80百万円と前事業年度比11億76百万円増（同69.0％増）となったことによるものであり

ます。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、６億11百万円（同45.9％減）となりました。これは、主

に有形固定資産の取得による支出13億３百万円および有形固定資産の売却による収入17億92百万円によるもので

あります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  当事業年度において財務活動の結果使用した資金は、11億95百万円（前年同期は14億８百万円の獲得）となり

ました。これは、主に借入金の返済による支出９億78百万円および社債の償還による支出１億40百万円によるも

のであります。 

 なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。 

    １．上記指標の算出方法は、以下のとおりであります。 

     ① 自己資本比率 ： 自己資本／総資産 

     ② 時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産 

       （株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。） 

 ③ 債務償還年数 ： 有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

 ④ インタレスト・カバレッジ・レシオ ： 営業キャッシュ・フロー／利払い 

    ２．各指標は、いずれも財務数値により計算しております。 

    ３．営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており

ます。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。また、利払いについてはキャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

  平成16年６月期 平成17年６月期 平成18年６月期 

自己資本比率（％） 44.4 56.7 61.2 

時価ベースの自己資本比率（％） 271.5 122.7 210.4 

債務償還年数（年） 1.4 2.0 0.4 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 34.9 25.3 115.6 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

 当社では、当事業年度「東方見聞録」を１店、「月の雫」を１店、「黄金の蔵」を５店、「吉今ダイニング」を１

店、合計８店舗の新規出店をしております。総額23億５百万円の設備投資（入居保証金を含む）を行いました。 

また、当事業年度において「月の雫」23店、「荳庵」１店、「庖坊主」２店の設備を売却しております。 



２【主要な設備の状況】 

(1）設備の状況 

 当社は、首都圏において居酒屋を98店、スパゲッティ店２店を運営しております。 

 平成18年６月30日現在における各事業所の設備、投下資本並びに従業員の配置状況は次のとおりであります。 

事業所名 
（所在地） 

設備の内容 
帳簿価額（千円） 

従業員数 
（人） 

建物 器具及び備品 合計 

東方見聞録 

渋谷店他29店 

（東京都） 

店舗設備 1,359,605 65,548 1,425,153 
149 

(1,178) 

東方見聞録 

横浜西口店他３店 

（神奈川県） 

店舗設備 158,528 4,109 162,638 
18 

(207) 

東方見聞録 

津田沼店 

（千葉県） 

店舗設備 52,781 1,264 54,045 
4 

(33) 

東方見聞録 

大宮西口店 

（埼玉県） 

店舗設備 32,326 7,444 39,770 
3 

(23) 

東方見聞録 

西梅田桜橋店他２店 

（大阪府） 

店舗設備 161,441 13,414 174,855 
12 

(113) 

東方見聞録 

三宮東口駅前店 

（兵庫県） 

店舗設備 65,831 5,858 71,689 
4 

(19) 

月の雫 

赤坂見附店他22店 

（東京都） 

店舗設備 5,539 4,453 9,992 
106 

(1,109) 

月の雫 

川崎駅前店他３店 

（神奈川県） 

店舗設備 ― 723 723 
19 

(212) 

月の雫 

千葉東口店他１店 

（千葉県） 

店舗設備 ― 943 943 
14 

(114) 

月の雫 

大宮店他１店 

（埼玉県） 

店舗設備 426 361 788 
11 

(89) 

月の雫 

西梅田店他１店 

（大阪府） 

店舗設備 ― 361 361 
9 

(67) 

月の雫 

クレフィ三宮店 

（兵庫県） 

店舗設備 ― 180 180 
4 

(27) 

黄金の蔵 

新宿東口店他11店 

（東京都） 

店舗設備 495,872 111,475 607,348 
39 

(361) 

黄金の蔵 

横浜西口店 

 （神奈川県） 

店舗設備 78,441 20,320 98,761 
6 

(80) 

 



（注）１．金額は帳簿価額であり、建設仮勘定は含まれておりません。なお、金額には消費税等を含めておりません。 

      ２．建物は賃借物件に係る内装設備であります。 

３．従業員数の（ ）は、臨時雇用者数を外書きしております。 

４．リース契約による主な賃借設備は次のとおりであります。 

事業所名 
（所在地） 

設備の内容 
帳簿価額（千円） 

従業員数 
（人） 

建物 器具及び備品 合計 

黄金の蔵 

千葉東口店他１店 

（千葉県） 

店舗設備 115,323 28,939 144,263 
13 

(88) 

黄金の蔵 

西梅田店 

（大阪府） 

店舗設備 25,575 7,001 32,577 
２ 

(17) 

庖坊主 

銀座店他１店 

（東京都） 

店舗設備 ― 361 361 
８ 

(41) 

荳庵 

銀座店 

（東京都） 

店舗設備 419 180 600 
４ 

(25) 

その他店舗 

吉今店他５店（東京都） 
店舗設備 228,819 25,074 253,893 

19 

(136) 

その他店舗 

吉今ダイニング（大阪府）  
店舗設備  59,174 13,563 72,738 

5 

 （29) 

本社 

（東京都新宿区） 
統括業務施設 36,346 30,008 66,354 

83 

(167) 

名称 数量 リース期間（年） 年間リース料（千円） 
リース契約残高 
（千円） 

店舗営業用設備等 

（所有権移転外のファイナンス・

リース） 

一式 ３～５ 649,610 3,392,918 

原材料発注システム 

（所有権移転外のファイナンス・

リース） 

一式 ５ 2,796 2,743 



(2）店舗設備の状況 

 当事業年度末における店舗は次のとおりであります。 

 東方見聞録（43店舗 8,813席） 

所在地 店舗名 開店年月 客席数（席） 

東京都 渋谷店 平成３年10月 160 

  新宿中央東口店 平成10年12月 120 

  銀座すきや橋店 平成11年６月 180 

  お茶の水店 平成11年６月 200 

  新宿西口店 平成11年７月 330 

  新宿三丁目店 平成11年12月 380 

  表参道店 平成12年４月 230 

  かくれ伽お茶の水店 平成12年７月 160 

  池袋東口店 平成13年２月 130 

  新宿西口大ガード店 平成13年３月 340 

  新宿東口２号店 平成13年４月 180 

  上野中央通り店 平成13年６月 190 

  池袋西口店 平成13年８月 308 

  府中店 平成13年12月 230 

  高田馬場駅前店 平成13年12月 160 

  池袋ヒューマックス店 平成14年３月 217 

  新宿オムニクス店 平成14年４月 324 

  新宿通り店 平成14年４月 160 

  吉祥寺店 平成14年８月 156 

  渋谷駅東口店 平成14年11月 172 

  庖坊主 銀座店 平成15年３月 192 

  亀戸店 平成15年４月 126 

  阿佐ヶ谷店 平成15年５月 136 

  調布駅前店 平成15年６月 134 

  庖坊主 新宿東口店 平成15年９月 143 

  池袋サンシャイン店 平成15年９月 252 

  渋谷南口店 平成15年11月 224 

  五反田西口店 平成15年11月 273 

  神田北口店 平成15年12月 212 

  錦糸町店 平成16年８月 212 

  西武新宿駅前店 平成16年10月 118 

  渋谷宇田川町店 平成16年11月 221 

 



所在地 店舗名 開店年月 客席数（席） 

東京都 新宿西口パレット店 平成17年８月 214 

神奈川県 横浜西口店  平成12年２月  240 

  鶴見店 平成14年４月 146 

  本厚木駅前 平成15年３月 181 

  横浜西口２号店 平成15年７月 198 

千葉県 津田沼店 平成15年３月 265 

大阪府 西梅田桜橋店 平成15年８月 154 

  阪急梅田店 平成15年12月 290 

  あべのアポロビル店 平成17年４月 180 

埼玉県 大宮西口店 平成17年１月 155 

兵庫県 三宮東口駅前店 平成16年12月 220 



月の雫（35店舗 8,477席） 

所在地 店舗名 開店年月 客席数（席） 

東京都 赤坂見附店 平成12年11月 270 

  新宿西口パレット店 平成12年12月 250 

  新宿西口本店 平成13年１月 320 

  銀座インズ店 平成13年５月 320 

  東池袋店 平成13年６月 174 

  錦糸町店 平成13年11月 320 

  アトレ上野店 平成14年３月 144 

  池袋ヒューマックス店 平成14年３月 191 

  新小岩南口店 平成14年７月 164 

  上野公園前店 平成14年７月 230 

  自由が丘店 平成14年11月 196 

  荳庵 銀座店 平成15年３月 186 

  品川グランパサージュ店 平成15年３月 236 

  新宿靖国通り店 平成15年５月 270 

  蒲田店 平成15年５月 292 

  立川店 平成15年11月 300 

  銀座すきや橋店 平成15年11月 215 

  西新宿店 平成16年8月 136 

  渋谷東急本店前店 平成16年11月 300 

  大井町東口駅前店 平成16年12月 285 

  新宿通り店 平成16年12月 212 

  秋葉原店 平成17年３月 187 

  八王子店 平成17年６月 224 

  新宿郵便局前店 平成17年11月 439 

神奈川県  川崎駅前店  平成13年12月  380 

  横須賀中央東口店 平成14年11月 241 

  横浜天理ビル店 平成14年11月 281 

  桜木町店 平成16年３月 162 

千葉県 千葉東口店 平成15年３月 311 

  船橋南口ＦＡＣＥ店 平成15年４月 312 

大阪府 西梅田店 平成15年４月 168 

  あべのルシアス店 平成16年８月 127 

 



黄金の蔵（16店舗 2,845席） 

その他（６店舗 922席） 

所在地 店舗名 開店年月 客席数（席） 

埼玉県 大宮店 平成16年９月 206 

  さいたま新都心店 平成17年１月 228 

兵庫県 クレフィ三宮店 平成16年10月 200 

所在地 店舗名 開店年月 客席数（席） 

東京都 新宿東口店 平成16年７月 129 

  渋谷109前店 平成16年７月 122 

  新宿伊勢丹前店 平成16年８月 130 

  大手町店 平成16年８月 62 

  錦糸町店 平成16年８月 108 

  渋谷宇田川町店 平成16年11月 144 

  大井町東口駅前店 平成16年12月 148 

  渋谷公園通り店 平成17年２月 136 

  新宿東口本店 平成17年８月  316 

  新宿西口駅前店  平成17年10月  400 

  新小岩南口店  平成17年11月  100 

  お茶の水店 平成18年３月 195 

神奈川県 横浜西口店 平成17年９月 310 

千葉県 千葉東口駅前店  平成17年６月  266 

  柏東口店 平成17年12月 181 

大阪府  西梅田店 平成16年７月  98 

所在地 店舗名 開店年月 客席数（席） 

東京都 葡萄屋 平成３年８月 170 

  パスタママ 新宿店 平成８年11月 68 

  パスタママ 下北沢店 平成16年２月 32 

  吉今 大手町店 平成16年２月 320 

  吉今ダイニング 大井町店 平成16年12月 122 

大阪府  吉今ダイニング 西梅田店 平成17年12月 210 



３【設備の新設、除却等の計画】 

 当社の設備投資については、投資効率、業界動向等を総合的に勘案して策定しております。 

 なお平成18年６月30日現在における重要な設備の新設、除却等の計画は次のとおりであります。 

(1）重要な設備の新設 

（注）上記の金額には店舗賃借に係る入居保証金が含まれております。なお、総額にはリースによるものを含んでおりま

すが、既支払額には含んでおりません。 

(2）重要な設備の除却等 

 該当事項はありません。 

店舗名 所在地 
設備の 
内容 

投資予定金額 

資金調達方法 

着手及び完了予定 完成後の増
加能力増加
客席数 
（席） 

総額 
（千円） 

既支払額 
（千円） 

着手年月 完了予定年月 

 黄金の蔵 高田馬場店  東京都  店舗設備 107,093 45,597 自己資金  平成18年5月  平成18年7月  217 

 月の雫 表参道店  東京都  店舗設備 91,845 40,481 自己資金 平成18年5月 平成18年7月 150 

 黄金の蔵 新宿西口2号

店 
東京都 店舗設備 112,824 32,520 自己資金 平成18年6月 平成18年8月 198 

 三光亭 東千葉店 千葉県 店舗設備 57,644 36,844 自己資金  平成18年7月  平成18年9月  58 

 月の雫 名駅南店  愛知県  店舗設備 87,938 20,210 自己資金 平成18年7月 平成18年9月 190 

 月の雫 新大阪店  大阪府  店舗設備 162,256 46,174 自己資金 平成18年7月 平成18年9月  338 

 三光亭 新大阪店  大阪府  店舗設備 45,391 13,679 自己資金 平成18年7月 平成18年9月  98 

 上記の他新規出店計画

15店舗 
ー 店舗設備 1,605,007 2,492 自己資金 

 平成18年8月

～19年5月 

平成18年10月

～19年6月  
3,000 

合計 2,270,000 238,000  ー  ー  ー 4,249 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

①平成15年9月25日定時株主総会決議 

 （注）１．当社普通株式につき株式の分割又は併合が行われる場合には、各新株予約権の目的たる株式の数は、次の算

式により調整を行うこととします。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

また、当社が合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて各新

株予約権の目的たる株式の数を調整する必要が生じた場合にも、必要かつ合理的な範囲で、各新株予約権の

目的たる株式の数は適切に調整されるものとします。なお、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる

こととします。 

２．新株予約権の発行日以降、次の（i）または（ii）の事由が生ずる場合、行使価額は、それぞれ次に定める

算式（以下「行使価額調整式」という。）により、調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数

はこれを切り上げることとします。 

種類 発行可能株式総数（株） 

               普通株式 430,720 

計 430,720 

種類 
事業年度末現在発行数 

（株） 
（平成18年６月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年９月22日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 134,670 134,670 
株式会社東京証券取引所 

市場第二部 
－ 

計 134,670 134,670 － － 

  
事業年度末現在 

（平成18年６月30日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年８月31日） 

新株予約権の数（個） 58 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 116 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 12,702,000 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年10月１日から 

平成21年 9月30日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  109,500 

資本組入額  54,750 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）３、４ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

本新株予約権の譲渡につ

いては、当社取締役会の

承認を要する。（注）４ 

同左 

代用払込みに関する事項  － －  



(i）当社普通株式の分割または併合が行われる場合。 

(ii）当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の

算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げることとします。 

ただし、新株予約権の行使並びに「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）の施行前

の商法に基づく商法第280条ノ19に規定する新株引受権の行使による場合は、行使価額の調整は行わな

いこととします。 

上記の他、当社が合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準

じて行使価額を調整する必要が生じた場合にも、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は、適切に調整さ

れるものとします。 

３．各新株予約権の一部は行使できないこととします。 

４．新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項については、当社と対象取締役及び従業員との間で締結した

「新株予約権割当契約書」に定めております。 

５．新株予約権の行使時の払込金額は、総額を記載しております。 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

  
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 × 
時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 



(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）１．株式分割 

（１株を２株に分割） 

２．有償・第三者割当 

発行価格  180,000円 

資本組入額  90,000円 

割当先は、サントリー株式会社、アサヒビール株式会社、麒麟麦酒株式会社、三光フーズ従業員持株会（現

三光マーケティングフーズ従業員持株会）、他法人19社及び個人25名であります。 

３．株式分割 

（１株を４株に分割） 

４．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集） 

発行価格    172,050円 

発行価額    148,750円 

資本組入額   74,375円 

５．新株引受権の行使による増加 

６．新株予約権行使による増加 

７．有償一般公募 

  発行価格       341,440円 

  発行価額       323,840円 

  資本組入額     161,920円 

８．有償第三者割当 

  発行価格       323,840円 

  資本組入額     161,920円 

  割当先     ＵＦＪつばさ証券株式会社 

９．株式分割 

  平成16年10月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主の所有株式数を、１株につき２株の割

合をもって分割いたしました。 

10．新株予約権行使による増加 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成13年12月14日

（注）１ 
6,005 12,010 ― 91,500 ― ― 

平成14年３月15日

（注）２ 
1,450 13,460 130,500 222,000 130,500 130,500 

平成14年11月８日

（注）３ 
40,380 53,840 ― 222,000 ― 130,500 

平成15年３月６日

（注）４ 
6,000 59,840 446,250 668,250 586,050 716,550 

平成15年７月１日～ 

平成16年６月30日

（注）５ 

1,360 61,200 29,750 698,000 29,750 746,300 

平成16年８月６日 

（注）６ 
576 61,776 14,760 712,760 14,760 761,060 

平成16年９月15日 

（注）７ 
5,000 66,776 809,600 1,522,360 809,600 1,570,660 

平成16年10月６日 

（注）８ 
443 67,219 71,730 1,594,090 71,730 1,642,390 

平成16年12月20日 

（注）９ 
67,219 134,438 ― 1,594,090 ― 1,642,390 

平成17年７月１日～ 

平成18年６月30日 

（注）10 

232 134,670 3,308 1,597,398 3,307 1,645,698 



(4）【所有者別状況】 

 （注） 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が135株含まれております。 

(5）【大株主の状況】 

  平成18年６月30日現在

区分 

株式の状況 

端株の状況 
（株） 政府及び地

方公共団体 
金融機関 証券会社 

その他の法
人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） － 12 13 81 18 1 7,555 7,680 ― 

所有株式数 

（株） 
－ 9,396 694 4,360 12,032 2 108,186 134,670   

所有株式数の

割合（％） 
－ 6.98 0.52 3.24 8.93 0.00 80.33 100 ― 

  平成18年６月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％） 

平林 実 東京都世田谷区 28,960 21.5 

平林 隆広 東京都世田谷区 27,660 20.5 

平林 登志子 東京都世田谷区 17,360 12.9 

平林 実人 東京都世田谷区 11,480 8.5 

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口） 

取締役社長 伊戸 冨士雄 

東京都中央区晴海1-8-11 4,446 3.3 

ステートストリートバンクアンド

トラストカンパニー505025 

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 

U.S.A 

4,048 3.0 
（常任代理人 株式会社みずほコ

ーポレート銀行兜町証券決済業務

室） 

（東京都中央区日本橋兜町6-7） 

ビーエヌピーパリバセキュリティ

ーズサービスルクセンブルグジャ

スデックセキュリティーズ 

23,AVENUE DE LA PORTE NEUVE L-2085  

LUXEMBOURG 
2,700 2.0 

（常任代理人 香港上海銀行東京

支店） 
（東京都中央区日本橋3-11-1） 

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社（信託口） 

取締役社長 豊川 圭一 

東京都港区浜松町2-11-3 2,631 2.0 

ステートストリートバンクアンド

トラストカンパニー 

505019 

AIB INTERNATIONAL CENTRE P.O. BOX 518 IFSC 

DUBLIN, IRELAND 

1,247 0.9 
（常任代理人 株式会社みずほコ

ーポレート銀行兜町証券決済業務

室）  

（東京都中央区日本橋兜町6-7） 

カイセスバンクパリオーデイナリ

ーアカウント 
1 PLACE VALHUBERT 75013 PARIS-FRANCE 

1,000 0.7 
（常任代理人 株式会社三菱東京

ＵＦＪ銀行） 

（東京都千代田区丸の内２丁目７番１号カスト

ディ業務部） 

 



氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％） 

ザチェースマンハッタンバンクエ

ヌエイロンドンエスエルオムニバ

スアカウント 

5TH FLOOR, TRINITY TOWER 9, THOMAS MORE 

STREET LONDON, E1W 1YT, UNITED KINGDOM 

1,000 0.7 
（常任代理人 株式会社みずほコ

ーポレート銀行兜町証券決済業務

室）  

（東京都中央区日本橋兜町6-7） 

ステートストリートバンクアンド

トラストカンパニー 

505041 

12 NICHOLAS LANE LONDON EC4N 7BN U.K.STATE 

STREET BANK AND TRUST COMPANY 

1,000 0.7 
（常任代理人 株式会社みずほコ

ーポレート銀行兜町証券決済業務

室）  

（東京都中央区日本橋兜町6-7） 

計 － 103,532 76.9 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が135株（議決権の数135個）

含まれております。 

②【自己株式等】 

(7）【ストックオプション制度の内容】 

① 旧商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権方式によるストックオプション制度 

  平成18年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他）   普通株式134,670 134,670 － 

端株 － － － 

発行済株式総数       134,670 － － 

総株主の議決権 － 134,670 － 

  平成18年６月30日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 

決議年月日 平成15年９月25日 

付与対象者の区分及び人数 
① 取締役１名 

② 従業員11名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 同上 



② 会社法第236条、第238条及び第239条に基づく新株予約権方式によるストックオプション制度 

 (注)各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される１株当たりの払込金額（以下「払込 

      金額」という。）に、新株予約権１個当たりの目的である株式数を乗じた金額とします。 

       払込金額は、新株予約権発行日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）における東京証券取引

      所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）とします。ただ 

      し、当該金額が新株予約権発行日の終値（取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値）を下回る場合は、

      新株予約権発行日の終値とします。  

 なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、  

調整により生ずる１円未満は切り上げるものとします。  

  また、時価を下回る金額で新株式の発行または自己株式を処分する場合（新株予約権の行使により新株式を 

 発行する場合を除く）は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満は切り上げるものとし 

 ます。 

  上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した 

数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとし 

ます。 

決議年月日 平成18年９月21日 

付与対象者 当社取締役 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 80株を１年間の上限とする。 

新株予約権の行使時の払込金額（円） (注) 

新株予約権の行使期間 平成20年10月１日から平成24年９月30日まで 

新株予約権の行使の条件 

①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時にお

いても、当社の取締役または監査役であることを要

する。ただし、社命による転籍または定年退職その

他これに準ずる正当な理由のある場合はこの限りで

はない。 

②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合はそ

の死亡時において本人が行使しうる株式数を上限と

して６ヶ月以内（ただし、新株予約権の行使期間末

日までとする）に相続人の行使を認める。なお、行

使開始日以前に死亡した場合は、相続を認めない。 

③新株予約権の質入その他一切の処分は認めないも

のとする。 

④その他の条件は、平成18年９月21日開催の定時株

主総会決議および取締役会決議に基づき当社と新株

予約権の割当てを受けたものとの間で締結する「新

株予約権割当契約」に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を

要する。 

代用払込みに関する事項  － 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１ 

分割・併合の比率 

調整後 
払込金額 

＝ 
調整前 
払込金額 

× 
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行による増加株式数 



③ 会社法第236条、第238条及び第239条に基づく新株予約権方式によるストックオプション制度 

 (注)新株予約権行使時に払込すべき金額は、新株予約権発行日において決定される１株当たりの払込金額に新株予約 

      権１個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とします。１株当たりの払込金額は、東京証券取引所における当社

      社株式普通取引の新株予約権発行日前日の終値およびその日に先立つ終値の存する６直近日（前日に終値がない  

      場合はこの日に先立つ終値の存する７直近日）の単純平均値に1.05を乗じた金額とし１円未満は切り上げるもの  

      とします。ただし、その株価が新株予約権発行日前日の終値（前日に終値がない場合は直近日の終値）を下回る場

      合は、新株予約権発行日前日の終値とします。 

       なお、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に

      より生ずる１円未満は切り上げるものとします。 

        また、時価を下回る金額で新株式の発行（ストックオプションの権利行使により新株式を発行する場合を除 

       く）または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満は 

       切り上げるものとします。 

        なお、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとし 

       ます。 

  

決議年月日 平成18年９月21日 

付与対象者 当社従業員のうち、当社取締役会で承認された者 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 70株を総株数の上限とする。 

新株予約権の行使時の払込金額（円） (注) 

新株予約権の行使期間 平成20年10月１日から平成24年９月30日まで 

新株予約権の行使の条件 

①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時にお

いても、当社従業員または当社関係会社の取締役も

しくは従業員の地位にあることを要する。 

②その他権利行使の条件は、新株予約権発行の取締

役会決議により決定するものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を

要する。 

代用払込みに関する事項  － 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１ 

分割・併合の比率 

調整後 
払込金額 

＝ 
調整前 
払込金額 

× 
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行による増加株式数 



２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】  該当事項はありません。 

  

(1）【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

(2）【取締役会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

(3）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

 該当事項はありません。 

(4）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

 該当事項はありません。 

３【配当政策】 

  当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な政策の一つと認識しており、収益力の向上・財務体質の改善を図

りながら長期的かつ安定した配当及び利益還元を行うことを基本方針としております。 

  この方針に基づき、業績及び配当性向を総合的に考慮して、利益配当額を決定するとともに、将来の更なる事業

展開ための設備投資をしてまいります。 

 当事業年度の期末配当金につきましては、一株につき普通配当500円を実施いたしました。 

 内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えと設備投資として投入していくこととしておりま

す。 

 当社は、「取締役会の決議により、毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に

定めております。 

  なお、当事業年度の中間配当についての取締役会決議は平成18年２月９日に行っております。 

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、平成16年９月15日より東京証券取引所市場第二部におけるものであり、それ以前は日本証

券業協会の公表のものであります。 

また、平成15年３月６日付をもって同協会に株式を登録いたしましたので、それ以前の株価について該当事項

はありません。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。 

回次 第26期 第27期 第28期 第29期 第30期 

決算年月 平成14年６月 平成15年６月 平成16年６月 平成17年６月 平成18年６月 

最高（円） － 219,000 544,000 468,000 270,000 

最低（円） － 106,000 180,000 116,000 116,000 

月別 平成18年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

最高（円） 227,000 215,000 210,000 247,000 270,000 231,000 

最低（円） 200,000 176,000 195,000 214,000 222,000 209,000 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（株） 

取締役社長 

(代表取締役) 
  平林 実 昭和24年12月26日生 

昭和50年９月 レストラン「三光亭」を開業 

昭和52年４月 有限会社三光フーズ設立 

昭和58年２月 有限会社三光フーズを組織変更

し、株式会社三光フーズ（現、

株式会社三光マーケティングフ

ーズ）設立 

 代表取締役社長（現任） 

平成６年６月 株式会社エス・エー・ケー水産

設立 

 代表取締役社長（現任） 

28,960 

専務取締役 

(代表取締役) 
営業本部長 平林 隆広 昭和49年11月25日生 

平成10年６月 当社入社 

平成10年６月 取締役 

平成13年６月 取締役総務部長 

平成14年４月 常務取締役社長室長 

平成14年７月 常務取締役営業本部長 

平成16年１月 代表取締役専務取締役営業本部

長兼開発本部長 

平成16年７月 代表取締役専務取締役営業推進

本部長 

平成17年７月 代表取締役専務取締役営業本部

長(現任) 

27,660 

 取締役  開発本部長 吉田 淳一 昭和32年８月13日生 

昭和55年４月 川崎信用金庫入社 

昭和62年４月 株式会社ベル・ファニチャー入

社 

平成６年４月 同社取締役営業部長 

平成12年４月 株式会社ラムラ入社 

平成13年４月 当社入社 

平成14年４月 立地開発部長 

平成16年８月 立地開発室 役員待遇参与 

平成17年７月 開発本部長 

平成17年９月 取締役開発本部長（現任） 

20 

取締役 管理本部長 堀 力 昭和40年11月25日生 

昭和63年４月 アンダーセンコンサルティング

入社 

平成３年２月 株式会社東京クマヒラ入社 

平成８年８月 ディズニー・ストア・ジャパン

株式会社入社 

平成12年３月 アール・イー・アイ・ジャパン

株式会社入社 

平成13年８月  エム・シー・タバコ・インタ

ーナショナル株式会社入社 

平成17年５月 当社入社 経営企画室 役員待

遇参与 

平成17年９月 取締役管理本部長（現任） 

25 

取締役   海老原 康夫 昭和17年11月６日生 

昭和42年４月 川崎商事株式会社入社 

昭和47年４月 株式会社協進設立 代表取締役 

平成13年６月 当社取締役（現任） 

80 

取締役   内川 清雄 昭和20年４月１日生 

昭和46年９月 公認会計士登録 

昭和48年11月 内川清雄税理士・公認会計士事

務所設立 所長 

平成10年10月 株式会社リソー教育 非常勤監

査役（現任） 

平成14年２月 当社取締役（現任） 

平成16年３月 コンパッソ税理士法人代表社員

（現任） 

80 

 



 （注）１．監査役谷芳樹、宮川勝之、若林利明の３名は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

２．取締役海老原康夫、内川清雄の両名は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

３．代表取締役専務取締役平林隆弘は代表取締役社長平林実の長男であります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（株） 

常勤監査役   谷 芳樹 昭和27年９月11日生 

昭和51年４月 相互信用金庫（現 大阪信用金

庫）入庫 

平成10年３月 株式会社グロースコーポレーシ

ョン入社 

平成13年７月 株式会社フジオフードシステム

監査役 

平成18年9月 当社常勤監査役（現任） 

－ 

監査役   宮川 勝之 昭和20年１月５日生 

昭和42年４月 八幡製鉄株式会社入社 

昭和45年３月 国民生活研究所（現 国民生活

センター）入所 

昭和51年４月 最高裁判所司法研修所入所 

昭和53年４月 第二東京弁護士会登録 

平成８年４月 町田簡易裁判所民事調停委員 

平成16年４月 第二東京弁護士会監事（平成16

年度） 

平成18年9月 当社監査役（現任） 

－ 

監査役   若林 利明 昭和22年10月15日生 

昭和48年４月 社団法人日本経営協会入会 

昭和52年１月 フィデリティ投信株式会社入社 

平成６年８月 インベスコ投信株式会社入社 

平成11年７月 パートナーズ答申株式会社

（現 三菱東京ＵＦＪ投資株式

会社 入社） 

平成15年11月 興銀第一ライフアセットマネジ

メント株式会社入社 

平成16年４月 創価女子短期大学非常勤講師

（現任） 

平成18年４月 有限会社若林リサーチ代表取締

役（現任） 

平成18年9月 当社監査役（現任） 

― 

      計   56,825 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

（1）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方    

 当社は、企業価値の向上のため、経営上の迅速な意思決定を図りつつ、経営管理機能を強化し、組織の編成お

よび運用につとめております。また法令の遵守、経営の遵守、経営の透明性、経営の執行と監督の分離、企業倫

理の確立は重要な要素であると認識しており、継続的に取り組んでまいります。 

（2）コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

    ① 会社の経営上の意思決定、執行および監督に関わる経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンスの状況 

    ・取締役会 

   当社の取締役会は取締役６名で構成されており、経営の基本方針、業務の意思決定および取締役による業務執

   行を監督する機関として位置付け、運営しております。なお取締役のうち社外取締役が２名選任されておりま

   す。 

  ・監査役制度 

    当社は監査役制度を採用しており、３名の監査役が就任しております。監査役全員が社外監査役であります。

   取締役会に出席し意見を述べるほか、情報収集、研鑽を目的にセミナー等に積極的に参加し、公認会計士およ

   び内部監査室とも意見交換を行う等、取締役の業務執行の監査を行っております。 

  ・内部監査人 

   社長直属の「内部監査室」は２名で構成されており、業務部門から独立した立場において、経営の健全性とリ

   スク管理の徹底を図るために、計画的な内部監査を実施しております。監査の結果については報告書を作成 

   し、代表取締役に報告すると共に、必要に応じて週例会議で提言しております。 

  ・会計監査 

   会計監査については、新日本監査法人と監査契約を締結しており、通常の会計監査を受けると共に、重要な会

   計課題についても随時相談・検討を実施しております。監査法人と内部監査人、監査役との連携についても、

   随時可能な状況を構築しており、監査結果についても互いに共有しあうことにより、三様監査の実効性・効率

   性を高めております。なお、当社と同監査法人の間には、公認会計士の規定により記載すべき利害関係はあり

   ません。 

   当事業年度における会計監査の体制は以下のとおりです。 

  

   業務を執行した公認会計士の氏名、継続関与年数及び所属する監査法人 

      （注）継続関与年数については、全員７年以内であるため記載を省略しております。 

  

   監査業務に係る補助者の編成 

    公認会計士 ２名 会計士補 ６名 

公認会計士の氏名等 所属する監査法人 

 指定社員  関谷 靖夫 
 新日本監査法人 

 業務執行社員  山本 秀仁 



  当社におけるコーポレート・ガバナンスの概略図は以下のとおりであります。 

  ②リスク管理体制の整備状況 

 当社は、取締役会規程を制定して法定の事項はもとより当社の経営に関する重要な事項は取締役会決議によっ

て決定しております。また、毎月１回、当社部門長以上出席の予算会議を開催し、業務の執行と業績状況の報告

を受け、それを踏まえて経営企画部と本部長以上の戦略会議で対策の検討を実施、リスクの発生を未然に防いで

おります。更に監査役および内部監査の体制が整備されており、契約書類・社内決裁書類に対して日常的に内部

監査を実施しており、リスク管理を図っております。 

 また、顧問弁護士からはリスク管理・コンプライアンスに関わる問題について、必要に応じ助言およびリーガ

ルチェックを受けており、その強化を図っております。 

    ③会社と社外取締役および社外監査役の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係の概要  

   社外取締役は２名、社外監査役は３名となっております。社外取締役の海老原康夫、内川清雄が当社株式80株

  を所有する資本的関係がありますが、その他の利害関係はありません。 

    ④会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近1年間における実施状況 

   当社は、会社の業務執行に関する意思決定と各取締役の業務執行を監督するため、取締役会を原則として毎月

  １回定時に開催するほか、必要に応じ臨時に開催しております。 

   また、各部門長以上並びに監査役が出席する週例会議と月例会議を開催し、現況の報告と共に将来起こりうる

  リスクについて議論するほか、それを元に月に１回経営企画部と本部長以上が出席する戦略会議において、起こ

  りうるリスクとその対策について検討・実施しております。その他、本部においては危機管理委員会を設置し、

  定期的な情報の収集と非常時に際しての対処策を討議しマニュアル化を進めております。 

（3）内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況  

 当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正性を確保するための体制 

 （以下「内部統制」という）を整備する。 

  ①取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制 

・企業倫理規程等コンプライアンス体制に係る規程を整備し、役職員の行動規範とする。 

・各業務を担当する取締役は、業務部門ごとのコンプライアンスリスクを分析し、その対策を実施する。 

・人事総務部においてコンプライアンス対策を統括し、同部を中心に社内教育を実施する。 

・社内のコンプライアンス上の問題点について従業員が情報提供を行うホットラインを設置する。 



  ②取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項 

・文書管理規程を徹底し、取締役の職務執行状況を文書または電磁的媒体（以下、文書等という）に記録して 

 保存する。 

・取締役及び監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。 

  ③損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

・食の品質、安全、コンプライアンス、環境、災害、情報セキュリティに係るリスクについて、各担当部署にて

 ガイドラインを制定する。 

・人事総務部は、会社全体のリスク状況を監視し、対策を講じる。 

・ＢＳＥ、鳥インフルエンザ等、予期せぬリスクが発生することを十分認識し、新たに生じた重大なリスクにつ

 いては取締役会において、すみやかに対応責任者を選定する。 

  ④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

・取締役会規程、組織規程、職務分掌規程、職務権限規程において、業務執行の責任者、執行手続きを明確に 

 定め、効率的な運用を図るものとする。 

・取締役会において中期経営計画を策定し、事業部門ごとの業績目標と予算を設定する。 

・情報システムを積極的に活用し、月次・四半期業績管理を徹底する。 

  ⑤当社および子会社から成る企業集団における業務の適正性を確保するための体制 

 「関係会社管理規程」に基づき、子会社を含めたコンプライアンス体制、リスク管理体制を整備するとともに

内部通報制度（コンプライアンス・ホットライン）の子会社への適用および当社の内部監査部門にて子会社への

業務監査を実施する。 

  ⑥監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人

 の取締役からの独立性に関する事項 

 監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合には、取締役会は監査役と協議のうえ、

必要に応じて合理的な範囲で配置する。また、当該使用人の任命、異動等人事権に係る事項の決定には、監査役

会の事前の同意を得ることにより、取締役からの独立性を確保する。 

  ⑦取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制 

・取締役会は、取締役および使用人が当社およびグループ会社に重大な影響を及ぼす事項を監査役に直接報告す

 ることができる体制を構築する。 

・報告の方法については、取締役と監査役の協議により決定する。 

・取締役は、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインへの通報状況およびその内容を監査役にす

 みやかに報告する。 

  ⑧その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

・監査役会と代表取締役社長・代表取締役専務取締役との間で、定期的な意見交換会を設定する。 

・監査役会に対して、専門の弁護士や公認会計士から監査業務に関する助言を受ける機会を保障する。 

（4）親会社等に関する事項  

 該当事項はありません。 

（5）その他、会社の経営上の重要な事項 

 該当事項はありません。 

（6）役員報酬及び監査報酬 

   当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬、及び監査法人に対する監査報酬は以下のとお

りであります。 

      役員報酬 取締役に対する報酬 198,980千円 

                   （内、社内取締役   194,300千円   社外取締役   4,680千円）    

           監査役に対する報酬  10,500千円 

          （内、社外監査役    10,500千円） 

         合計          209,480千円 

      （注）上記のほか、使用人兼務取締役の使用人給与として7,650千円支給しております。 

  

      公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬の金額 14,000千円 



第５【経理の状況】 

１．財務諸表の作成方法について 

 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前事業年度（平成16年７月１日から平成17年６月30日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業

年度（平成17年７月１日から平成18年６月30日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

 ただし、前事業年度（自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日）については、「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年1月30日内閣府令第5号）附則第2項のただし書き

により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前事業年度（自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日）

及び当事業年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日）の財務諸表について、新日本監査法人により監査

を受けております。 

３．連結財務諸表について 

 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）第５条第２項により、当社

では、子会社の資産、売上高等から見て、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせない程

度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。 

 なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。 

資産基準 0.2％

売上高基準 0.3％

利益基準 △0.4％

利益剰余金基準 0.2％



【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  
前事業年度 

（平成17年６月30日） 
当事業年度 

（平成18年６月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％） 

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金 2,687,413 4,408,922 

２．売掛金 207,329 224,019 

３．原材料 22,660 36,357 

４．前払費用 253,060 316,196 

５．繰延税金資産 45,698 94,413 

６．未収入金 ― 158,086 

７．その他 68,950 16,263 

 貸倒引当金 △13 △13 

流動資産合計 3,285,099 25.8 5,254,245 37.8

Ⅱ 固定資産   

(1）有形固定資産   

１．建物   5,557,159 3,970,578   

減価償却累計額 1,098,728 4,458,430 1,094,124 2,876,453 

２．器具及び備品 659,809 649,668   

減価償却累計額 206,734 453,075 293,353 356,315 

３．土地   57,370 57,370 

４．建設仮勘定 4,980 19,281 

有形固定資産合計 4,973,857 39.1 3,309,421 23.8

(2）無形固定資産   

１．商標権 751 625 

２．ソフトウェア 5,375 54,936 

３．電話加入権 2,846 2,846 

無形固定資産合計 8,973 0.1 58,407 0.4

(3）投資その他の資産   

１．投資有価証券 15,138 126,825 

２．関係会社株式 10,000 10,000 

３．出資金 30 30 

４．長期貸付金 47,500 41,500 

５. 従業員長期貸付金 124 648 

 



   
前事業年度 

（平成17年６月30日） 
当事業年度 

（平成18年６月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％） 

６．長期前払費用  1,563 938 

７．差入保証金   4,025,674 4,715,553 

８．会員権  59,256 59,256 

９．繰延税金資産  195,712 203,553 

10．その他  97,217 123,058 

 貸倒引当金  △9,116 △11,349 

投資その他の資産合
計 

 4,443,102 35.0 5,270,014 38.0

固定資産合計  9,425,934 74.2 8,637,842 62.2

資産合計  12,711,033 100.0 13,892,088 100.0 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  470,471 516,112 

２．短期借入金  100,000 150,000 

３．１年内返済予定長期借
入金 

  978,420 627,830 

４．1年内償還予定社債   140,000 140,000 

５．未払金  227,707 340,792 

６．未払費用  651,209 697,142 

７．未払法人税等  353,867 1,120,347 

８．未払消費税等  11,378 233,875 

９．前受金  365 66 

10．預り金  20,746 28,498 

11．前受収益  210,421 228,455 

12．役員賞与引当金  ― 80,000 

13．設備未払金  443,034 36,465 

14．その他  ― 19,036 

流動負債合計  3,607,621 28.4 4,218,622 30.4

Ⅱ 固定負債    

１．社債   260,000 120,000 

２．長期借入金   1,014,880 387,050 

３．長期未払金  671 16,907 

４．退職給付引当金  89,298 103,620 

５．役員退職慰労引当金  381,010 393,730 

６．預り保証金  153,528 149,474 

固定負債合計  1,899,388 14.9 1,170,782 8.4

負債合計  5,507,009 43.3 5,389,404 38.8

 



  
前事業年度 

（平成17年６月30日） 
当事業年度 

（平成18年６月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％） 

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※１ 1,594,090 12.6 ― ―

Ⅱ 資本剰余金   

１.資本準備金 1,642,390 ―   

資本剰余金合計 1,642,390 12.9 ― ―

Ⅲ 利益剰余金   

１.利益準備金 315 ―   

２.任意積立金   

    別途積立金 2,300,000 ―   

３.当期未処分利益 1,662,893 ―   

利益剰余金合計 3,963,208 31.2 ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

4,333 0.0 ― ―

資本合計 7,204,023 56.7 ― ―

負債・資本合計 12,711,033 100.0 ― ― 

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本     

１．資本金 ― ― 1,597,398 11.5

２．資本剰余金   

  資本準備金 ― ― 1,645,698   

資本剰余金合計 ― ― 1,645,698 11.8

３．利益剰余金   

  利益準備金 ― 315   

  その他利益剰余金   

   別途積立金 ― 3,100,000   

   繰越利益剰余金 ― 2,148,008   

利益剰余金合計 ― ― 5,248,323 37.8

株主資本合計 ― ― 8,491,420 61.1

Ⅱ 評価・換算差額等   

１．その他有価証券評価差
額金 

― 11,264   

評価・換算差額等合計 ― ― 11,264 0.1

純資産合計 ― ― 8,502,684 61.2

負債純資産合計 ― ― 13,892,088 100.0 

    



②【損益計算書】 

  
前事業年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高 20,359,507 100.0 22,909,767 100.0 

Ⅱ 売上原価   

１．原材料期首たな卸高 23,228 22,660   

２．当期原材料仕入高 5,578,357 5,813,935   

合計 5,601,585 5,836,596   

３．原材料期末たな卸高 22,660 5,578,925 27.4 36,357 5,800,238 25.3

売上総利益 14,780,582 72.6 17,109,528 74.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 13,085,170 64.3 14,270,325 62.3

営業利益 1,695,411 8.3 2,839,203 12.4

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息 271 1,968   

２．受取配当金 88 290   

３．受取賃貸料 2,520 2,520   

４．固定資産負担金 62,061 79,305   

５．保険金収入 16,999 2,772   

６．紹介等手数料収入 － 16,184   

７．雑収入 8,349 90,289 0.5 20,233 123,273 0.6

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息 52,183 26,648   

２．社債利息 708 1,538   

３．新株発行費 10,432 －   

４．社債発行費 4,980 －   

５．株式上場費用 28,119 －   

６．雑損失 1,243 97,668 0.5 10,047 38,234 0.2

経常利益 1,688,032 8.3 2,924,243 12.8

Ⅵ 特別利益   

１．店舗立退補償金 266,124 －   

２．貸倒引当金戻入益 254 266,379 1.3 － － －

Ⅶ 特別損失   

１．固定資産売却損 ※２ 30,517 －   

２．固定資産除却損 ※３ 141,816 －   

３．会員権評価損 9,207 －   

 



  
前事業年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％） 

４．リース解約損 51,309 －   

５．契約解除損 － 32,077   

６．原状回復費用 － 10,714   

７．その他 ※４ 16,807 249,656 1.2 599 43,391 0.2

税引前当期純利益 1,704,755 8.4 2,880,852 12.6

法人税、住民税及び事
業税 

818,818 1,482,600   

法人税等調整額 △15,132 803,685 4.0 △61,312 1,421,288 6.2

当期純利益 901,069 4.4 1,459,564 6.4

前期繰越利益 829,043 － 

中間配当額 67,219 － 

当期未処分利益 1,662,893 － 

    



③【株主資本等変動計算書】 

当事業年度（自平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合
計 

資本準備金 
資本剰余金
合計 

利益準備
金 

その他利益剰余金 
利益剰余金
合計 

別途積立金
繰越利益剰
余金 

平成17年６月30日 残高 

（千円） 
1,594,090 1,642,390 1,642,390 315 2,300,000 1,662,893 3,963,208 7,199,690 

事業年度中の変動額         

新株の発行（千円） 3,308 3,307 3,307 － － － － 6,616 

剰余金の配当（千円） － － － － － △67,219 △67,219 △67,219 

剰余金の配当（中間配当） 

（千円） 
－ － － － － △67,231 △67,231 △67,231 

利益処分による役員賞与  

（千円） 
－ － － － － △40,000 △40,000 △40,000 

当期純利益（千円） － － － － － 1,459,564 1,459,564 1,459,564 

別途積立金の積立（千円） － － － － 800,000 △800,000 － － 

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額） 

（千円） 

－ － － － － － － － 

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
3,308 3,307 3,307 － 800,000 485,114 1,285,114 1,291,730 

平成18年６月30日 残高 

（千円） 
1,597,398 1,645,698 1,645,698 315 3,100,000 2,148,008 5,248,323 8,491,420 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成17年６月30日 残高 

（千円） 
4,333 4,333 7,204,023 

事業年度中の変動額    

新株の発行（千円） － － 6,616 

剰余金の配当（千円） － － △67,219 

剰余金の配当（中間配当）

（千円） 
－ － △67,231 

利益処分による役員賞与  

（千円） 
－ － △40,000 

当期純利益（千円） － － 1,459,564 

別途積立金の積立（千円） － － － 

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額） 

（千円） 

6,930 6,930 6,930 

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
6,930 6,930 1,298,660 

平成18年６月30日 残高 

（千円） 
11,264 11,264 8,502,684 



④【キャッシュ・フロー計算書】 

    
前事業年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フ
ロー 

    

税引前当期純利益   1,704,755 2,880,852 

減価償却費   636,288 606,717 

退職給付引当金の増加額   27,285 14,322 

役員退職慰労引当金の増加額   28,940 12,720 

貸倒引当金の増加額 
（△減少額） 

  △254 2,233 

役員賞与引当金の増加額   ― 80,000 

受取利息及び配当金   △359 △2,258 

固定資産売却損   30,517 ― 

固定資産除却損   141,816 ― 

支払利息   52,183 26,648 

社債利息   708 1,538 

新株発行費   10,432 ― 

社債発行費   4,980 ― 

会員権評価損   9,207 ― 

売上債権の増加額   △34,123 △16,689 

たな卸資産の減少額 
（△増加額） 

  567 △13,697 

仕入債務の増加額   62,518 45,641 

その他流動資産の増加額   △17,296 △29,891 

その他流動負債の増加額 
（△減少額） 

  △179,135 514,965 

その他固定負債の増加額 
（△減少額） 

  50,296 △4,292 

役員賞与の支払額   △40,000 △40,000 

小計   2,489,327 4,078,808 

利息及び配当金の受取額   359 2,258 

利息の支払額   △51,856 △28,798 

法人税等の支払額   △1,127,504 △724,207 

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  1,310,326 3,328,060 

 



    
前事業年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

    

定期預金の預入による支出   ― △200,000 

投資有価証券の取得による支
出 

  ― △100,000 

有形固定資産の取得による支
出 

  △2,044,761 △1,303,659 

有形固定資産の売却による収
入 

  1,009,100 1,792,512 

無形固定資産の取得による支
出 

  △16,130 △22,569 

差入保証金の差入による支出   △594,214 △979,668 

差入保証金の返還による収入   543,632 222,588 

貸付けによる支出   ― △2,000 

貸付金の回収による収入   6,655 6,589 

会員権取得による支出   △18,357 ― 

その他   △16,078 △25,215 

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  △1,130,153 △611,423 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

    

短期借入金の純増減額 
（△純減額） 

  △50,000 50,000 

長期借入金の借入による収入   500,000 ― 

長期借入金の返済による支出   △1,091,182 △978,420 

社債の発行による収入   395,019 ― 

社債の償還による支出   ― △140,000 

株式の発行による収入   1,781,748 6,616 

配当金の支払額   △127,047 △133,324 

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  1,408,537 △1,195,128 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算
差額 

  ― ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額   1,588,710 1,521,509 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   1,098,702 2,687,413 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高   2,687,413 4,208,922 

      



⑤【利益処分計算書】 

    
前事業年度  

（株主総会承認日平成17年９月22日）  

区分 注記番号 金額（千円） 

 Ⅰ 当期未処分利益   1,662,893

 Ⅱ 利益処分額    

  １. 配当金  67,219  

  ２. 役員賞与金  40,000  

  ３. 任意積立金    

     別途積立金  800,000 907,219

 Ⅲ 次期繰越利益   755,674

     



重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

１．有価証券の評価基準及

び評価方法 

(1）    ────────── 

  

(1）満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法）を採用しており

ます。 

  (2）子会社株式 

移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

(2）子会社株式 

同左 

  (3）その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定）を採用しております。 

(3）その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）を採用しております。 

２．デリバティブ等の評価

基準及び評価方法 

時価法 同左 

３．たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

原材料 

最終仕入原価法 

原材料 

同左 

４．固定資産の減価償却の

方法 

(1）有形固定資産 

定率法を採用しております。 

ただし、平成10年４月1日以降に取得

した建物(附属設備を除く)について

は、定額法によっております。 

主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。 

(1）有形固定資産 

同左 

  建物        15～22年   

  器具及び備品    ３～15年   

  (2）無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっておりま

す。 

(2）無形固定資産 

同左 

５．繰延資産の処理方法 (1）新株発行費 

    支出時に全額費用処理しております。 

 ────────── 

     

  (2）社債発行費 

    支出時に全額費用処理しております。 

  

  

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

 



項目 
前事業年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

  (2）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務の見込

額に基づき計上しております。 

数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間内の一定の年

数(３年)による定額法により、翌期か

ら費用処理することとしております。 

(2）退職給付引当金 

同左 

  (3）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

(3）役員退職慰労引当金 

同左 

  (4）   ────────── 

  

(4）役員賞与引当金 

役員に対する賞与の支給に備えるた

め、役員賞与支給見込額のうち当事業

年度に負担すべき額を計上しておりま

す。 

７．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。 

同左 

８．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たす金利スワップ

について、特例処理を採用しておりま

す。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

  (2）ヘッジ手段 

金利スワップ 

(2）ヘッジ手段 

同左 

  (3）ヘッジ対象 

市場金利等の変動によりキャッシュ 

・フローが変動するもの（変動金利の

借入金） 

(3）ヘッジ対象 

同左 

  (4）ヘッジ方針 

デリバティブ取引は金利の変動による

リスク回避を目的としており、投機的

な取引は行わない方針であります。デ

リバティブ取引の執行・管理について

は、取引権限及び取引限度額等を定め

た社内ルールに従い、資金担当部門が

決裁担当者の承認を得て行っておりま

す。 

(4）ヘッジ方針 

同左 

  (5）ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップは特例処理の要件を満た

しており、その判定をもって有効性の

評価に代えております。 

(5）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 



項目 
前事業年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

９．キャッシュ・フロー計

算書における資金の範

囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３か月以内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。 

同左 

10．その他財務諸表作成の

ための基本となる重要

な事項 

消費税等の会計処理方法 

消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。 

消費税等の会計処理方法 

同左 



会計方針の変更 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

 ──────────  （固定資産の減損に係る会計基準） 

    当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委

員会 平成15年10月31日企業会計基準適用指針第６号）を

適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 ──────────  （役員賞与に関する会計基準） 

    当事業年度から「役員賞与に関する会計基準」（企業

会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４

号）を適用しております。これにより、従来、株主総会決

議時に未処分利益の減少として会計処理していた役員賞与

を、当事業年度から発生時に費用処理しております。 

 この結果、従来の方法に比べ、販売費及び一般管理費が

80,000千円増加し、営業利益、経常利益、税引前当期純利

益が80,000千円減少しております。 

 ──────────  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

    当事業年度から「貸借対照表の純資産の部に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業

会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用し

ております。 

  なお、従来の資本の部の合計に相当する金額は、

8,502,684千円であります。 

  財務諸表等規則の改正により、当事業年度における貸

借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表等規

則により作成しております。 



表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

（貸借対照表） 

 前事業年度まで流動負債の「未払金」に含めて表示し

ておりました「設備未払金」は、当事業年度において、

負債及び資本の合計額の100分の1を超えたため区分掲記

しました。 

 なお、前事業年度の「設備未払金」は104,124千円であ

ります。 

（貸借対照表） 

────────── 

 前事業年度まで固定負債の「その他」に含めて表示し

ておりました「預り保証金」は、当事業年度において、

負債及び資本の合計額の100分の1を超えたため区分掲記

しました。 

 なお、前事業年度の「預り保証金」は103,364千円であ

ります。 

────────── 

──────────  前事業年度まで流動資産の「その他」に含めて表示し

ておりました「未収入金」は、当事業年度において、資

産の総額の100分の1を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前事業年度の「未収入金」は41,757千円であり

ます。 

────────── （損益計算書） 

 前事業年度まで特別損失の「その他」に含めて表示し

ておりました「原状回復費用」は、当事業年度におい

て、特別損失の総額の100分の10を超えたため区分掲記し

ました。 

 なお、前事業年度の「原状回復費用」は10,170千円で

あります。 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成17年６月30日） 

当事業年度 
（平成18年６月30日） 

※１．授権株式数及び発行済株式総数 ※１      ────────── 

授権株式数   普通株式 430,720株 

発行済株式総数 普通株式 134,438株 

 

２．偶発債務 

(1）当社は、競合他社の展開する居酒屋チェーン

が当社の展開する「月の雫」の業態を模倣したも

のであるとして、当該競合他社を相手取り店舗名

称の使用差止めと110,000千円の損害賠償を求め

て、平成15年7月14日付で横浜地方裁判所に訴訟を

提起しております。 

これに対し、相手方から不正競争防止法に反する

として、129,500千円の損害賠償等を求める訴訟が

平成15年12月12日付で提起されております。 

当社の見解は、「月の雫」は東京、神奈川、千葉

を中心に広く認知され、マスコミ報道等を通じ周

知性が高いため店舗の呼称・外観及び料理・サー

ビスの提供方法等の特徴から、利用者が「月の

雫」と相手方店舗を誤って認識するものと判断し

ており、相手方から提起されている不正競争防止

法違反には該当しないと考えております。現在両

訴訟は横浜地方裁判所において併合審理中であ

り、結審、和解等には至っておりません。 

(2）当事業年度において、店舗建物貸主及び金融

機関との間で敷金預託委託契約を締結し、店舗建

物に係る敷金404,412千円を回収しました。金融機

関は当社に代わり、店舗建物貸主に対して敷金

404,412千円を預託しており、金融機関が当該敷金

を回収できない場合には、当社がこれを補償する

義務を有しています。 

２．偶発債務 

(1）当社は、競合他社の展開する居酒屋チェーン

が当社の展開する「月の雫」の業態を模倣したも

のであるとして、当該競合他社を相手取り店舗名

称の使用差止めと110,000千円の損害賠償を求め

て、平成15年7月14日付で横浜地方裁判所に訴訟を

提起しております。 

これに対し、相手方から不正競争防止法に反する

として、129,500千円の損害賠償等を求める訴訟が

平成15年12月12日付で提起されております。 

当社の見解は、「月の雫」は東京、神奈川、千葉

を中心に広く認知され、マスコミ報道等を通じ周

知性が高いため店舗の呼称・外観及び料理・サー

ビスの提供方法等の特徴から、利用者が「月の

雫」と相手方店舗を誤って認識するものと判断し

ており、相手方から提起されている不正競争防止

法違反には該当しないと考えております。現在両

訴訟は横浜地方裁判所において併合審理中であ

り、結審、和解等には至っておりません。 

(2）当事業年度において、店舗建物貸主及び金融

機関との間で敷金預託委託契約を締結し、店舗建

物に係る敷金142,833千円を回収しました。金融機

関は当社に代わり、店舗建物貸主に対して敷金

142,833千円を預託しており、金融機関が当該敷金

を回収できない場合には、当社がこれを補償する

義務を有しています。 

なお、当事業年度末現在において敷金547,245千円

を預託しております。 

３．配当制限 

商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価

を付したことにより、増加した純資産額は4,333千

円であります。 

３．    ────────── 

４．当座貸越契約 

当社は金融機関との間で当座貸越契約を締結して

おります。この契約に基づく当事業年度末の借入

未実行残高は次のとおりであります。 

４．当座貸越契約 

当社は金融機関との間で当座貸越契約を締結して

おります。この契約に基づく当事業年度末の借入

未実行残高は次のとおりであります。 

当座貸越限度額 250,000千円

借入実行残高 100,000 

差引額 150,000千円

当座貸越限度額        200,000千円

借入実行残高        100,000 

差引額        100,000千円



（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は46％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は54％であ

ります。 

 主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は 46％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は 54％であ

ります。 

 主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

従業員給与 5,442,228千円

退職給付費用  34,560 

減価償却費 636,288 

地代家賃 3,235,842 

消耗品費 524,357 

水道光熱費 892,701 

役員退職慰労引当金繰入額 28,940 

従業員給与          5,958,850千円

退職給付費用        24,414 

減価償却費        606,717 

地代家賃          3,880,149 

水道光熱費          914,100 

役員退職慰労引当金繰入額        20,220 

役員賞与引当金繰入額        80,000 

貸倒引当金繰入額             2,233 

※２．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※２．    ────────── 

黄金の蔵三宮いくたロード店 30,517千円

計 30,517千円

 

※３．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※３．    ────────── 

月の雫渋谷文化村通り店 107,722千円

牛力屋西友福生店 34,093    

計 141,816千円

 

※４．その他の特別損失の内訳は次のとおりでありま

す。 

※４．    ────────── 

 東方見聞録自由が丘店原状回復工事費用 10,170千円

 本社移転解体工事費 5,000    

 月の雫渋谷文化村通り店撤去費用 255    

 池袋テストキッチン撤去費用 1,382    

計  16,807千円

 



（株主資本等変動計算書関係） 

 当事業年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

 １.発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加232株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。 
  
 ２.配当に関する事項 

 （1）配当金支払額 

  
 （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 前期末株式数（株） 当期増加株式数（株） 当期減少株式数（株） 当期末株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注） 134,438 232 － 134,670 

合計 134,438 232 － 134,670 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成17年９月22日 

定時株主総会 
普通株式 67,219 500 平成17年６月30日 平成17年９月26日 

平18年２月９日 

取締役会 
普通株式 67,231 500 平成17年12月31日 平成18年３月20日 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年９月21日 

定時株主総会 
普通株式 67,335 利益剰余金 500 平成18年６月30日 平成18年９月22日



（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

(平成17年６月30日現在) (平成18年６月30日現在) 

現金及び預金勘定 2,687,413千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 ―  

現金及び現金同等物 2,687,413千円

現金及び預金勘定      4,408,922千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  200,000 

現金及び現金同等物      4,208,922千円



（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

建物 1,136,369 81,312 1,055,056

器具及び備品 1,943,631 1,068,604 875,026

ソフトウェア 187,866 112,138 75,727

合計 3,267,867 1,262,056 2,005,811

取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

建物 3,048,829 212,064 2,836,764

器具及び備品 1,672,057 1,154,456 517,601

ソフトウェア 158,846 117,550 41,295

合計 4,879,733 1,484,071 3,395,661

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 508,842千円

１年超 1,539,206 

合計 2,048,049千円

１年内      579,720千円

１年超 2,855,831 

合計    3,435,552千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

１）支払リース料 537,505千円

２）減価償却費相当額 467,022千円

３）支払利息相当額 45,262千円

１）支払リース料      652,406千円

２）減価償却費相当額      571,315千円

３）支払利息相当額       75,583千円

(4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零または残 

  価保証額とする定額法によっております。 

(5）利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 2,280千円

１年超 － 

合計 2,280千円

１年内 －    

１年超 － 

合計 －    



（有価証券関係） 

前事業年度（平成17年６月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価のない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

当事業年度（平成18年６月30日現在） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

  種類 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額
（千円） 

差額（千円） 

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの 

(1)株式 7,830 15,138 7,308 

(2）債券       

① 国債・地方債等 ― ― ― 

② 社債 ― ― ― 

③ その他 ― ― ― 

(3)その他 ― ― ― 

合計 7,830 15,138 7,308 

内容 貸借対照表計上額（千円） 

子会社株式及び関連会社株式   

非上場株式 10,000 

 種類 
貸借対照表計上額 
（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

時価が貸借対照表計上額

を超えないもの 

(1）国債・地方債 － － － 

(2）社債 100,000 78,796 △21,204 

(3）その他 － － － 

小計 100,000 78,796 △21,204 

合計 100,000 78,796 △21,204 

  種類 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額
（千円） 

差額（千円） 

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの 

(1)株式 7,830 26,825 18,995 

(2）債券       

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

(3)その他 － － － 

合計 7,830 26,825 18,995 



３．時価のない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

内容 貸借対照表計上額（千円） 

子会社株式及び関連会社株式   

非上場株式 10,000 

     ４.その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額     

種類 １年以内 
（千円） 

１年超５年以内
（千円） 

５年超10年以内
（千円） 

10年超 
（千円） 

１．債券 － － － － 

(1）国債・地方債 － － － － 

(2）社債 － － － 100,000 

(3）その他 － － － － 

２．その他 － － － － 

合計 － － － 100,000 



（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

２．取引の時価等に関する事項 

前事業年度（自平成16年７月１日 至平成17年６月30日） 

 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引のみであるため、記載を省略しております。 

当事業年度（自平成17年７月１日 至平成18年６月30日） 

 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引のみであるため、記載を省略しております。 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

(1）取引の内容 

利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取

引であります。 

(1）取引の内容 

同左 

(2）取引に対する取組方針 

デリバティブ取引は、金利の変動によるリスク回避

を目的としており、投機的な取引は行わない方針で

あります。 

(2）取引に対する取組方針 

同左 

(3）取引の利用目的 

デリバティブ取引は、借入金利等の将来の金利市場

における利率上昇による変動リスクを回避する目的

で利用しております。 

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っております。 

(3）取引の利用目的 

同左 

①ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たす金利スワップについて、特

例処理を採用しております。 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・金利スワップ 

ヘッジ対象・・市場金利等の変動によりキャッシ

ュ・フローが変動するもの（変動

金利の借入金） 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

③ヘッジ方針 

デリバティブ取引は金利の変動によるリスク回避を

目的としており、投機的な取引は行わない方針であ

ります。 

③ヘッジ方針 

同左 

④ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップは特例処理の要件を満たしており、そ

の判定をもって有効性の評価に代えております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(4）取引に係るリスクの内容 

金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクは

ほとんどないと認識しております。 

(4）取引に係るリスクの内容 

同左 

(5）取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資

金担当部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま

す。 

(5）取引に係るリスク管理体制 

同左 



（退職給付関係） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、退職一時金制度を採用しております。 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、退職一時金制度を採用しております。 

２．退職給付債務及びその内訳 ２．退職給付債務及びその内訳 

前事業年度 

(平成17年６月30日現在) 

当事業年度 

(平成18年６月30日現在) 

(1）退職給付債務 △74,834千円

(2）退職給付引当金 89,298千円

差引(1)+(2) 14,463千円

(3）未認識数理計算上の差異 14,463千円

(1）退職給付債務 △99,261千円

(2）退職給付引当金    103,620千円

差引(1)+(2)      4,358千円

(3）未認識数理計算上の差異     4,358千円

３．退職給付費用の内訳 ３．退職給付費用の内訳 

前事業年度 

(自 平成16年７月１日 

至 平成17年６月30日) 

当事業年度 

(自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日) 

退職給付費用 34,560千円

(1）勤務費用 27,427千円

(2）利息費用 986千円

(3）数理計算上の差異の費用処

理額 
6,146千円

退職給付費用     24,414千円

(1）勤務費用     27,524千円

(2）利息費用    1,122千円

(3）数理計算上の差異の費用処

理額 
   △4,232千円

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

前事業年度 

(平成17年６月30日現在) 

当事業年度 

(平成18年６月30日現在) 

(1）割引率 1.50％

(2）退職給付見込額の期間配分

方法 
期間定額基準

(3）数理計算上の差異の処理年

数 
３年

(1）割引率 1.50％

(2）退職給付見込額の期間配分

方法 
期間定額基準

(3）数理計算上の差異の処理年

数 
３年



（ストック・オプション等関係） 

１.ストック・オプションの内容 

（注）株式数に換算して記載しております。 

  

２.ストック・オプションの規模及びその変動状況 

①ストック・オプションの数 

当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数

に換算して記載しております。 

②単価情報 

  
平成14年 

ストック・オプション  

平成15年 

ストック・オプション  

 付与対象者の区分及び人数  取締役２名及び従業員11名  取締役１名及び従業員11名 

 株式の種類及び付与数（注）  普通株式   1,440株  普通株式   196株 

 付与日  平成14年６月26日  平成15年９月25日 

 権利確定条件 
 権利行使時において、当社の取締役又

 は従業員の地位にあること。   
 同左 

 対象勤務期間  対象勤務期間の定めはありません。  同左 

 権利行使期間 
 平成16年７月１日から平成20年６月  

 30日まで         

 平成17年10月１日から平成21年９ 

 月30日まで 

  
平成14年 

ストック・オプション 

平成15年 

ストック・オプション 

 権利確定前          (株)   

  期首 ― ―

   付与数 ― ―

   失効数 ― ―

   行使数 ― ―

   未行使数 ― ―

 権利確定後          (株)   

  期首 224 132

   付与数 ― ―

   失効数 ― 8

   行使数 224 8

   未行使数 ― 116

  
平成14年 

ストック・オプション 

平成15年 

ストック・オプション 

 権利行使価格(円) 25,625 109,500

 行使時平均株価（円） 176,000 201,000

 公正な評価単価（付与日）(円) ― ―



（税効果会計関係） 

（持分法損益等） 

前事業年度（自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

 該当事項はありません。 

前事業年度 
（平成17年６月30日） 

当事業年度 
（平成18年６月30日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限度超過額 3,715千円

未払事業税否認 31,855 

退職給付引当金超過額 36,211 

役員退職慰労引当金繰入額 155,071 

その他 17,532 

繰延税金資産計 244,386 

繰延税金負債   

  その他有価証券評価差額金 △2,974 

繰延税金負債計 △2,974 

繰延税金資産の純額 241,411 

繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限度超過額    4,624千円

未払事業税否認 79,023 

退職給付引当金超過額 42,173 

役員退職慰労引当金繰入額 160,248 

その他 19,628 

繰延税金資産計 305,698 

繰延税金負債   

  その他有価証券評価差額金 △7,730 

繰延税金負債計 △7,730 

繰延税金資産の純額 297,967 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7％

（調整）  

同族会社の留保金課税 2.9 

住民税均等割等 2.4 

交際費等永久に損金に算入されない項

目 
0.8 

その他 0.3 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.1 

法定実効税率 40.7％

（調整）  

同族会社の留保金課税 4.6 

住民税均等割等 1.7 

交際費等永久に損金に算入されない項

目 
1.2 

その他 1.1 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.3 



【関連当事者との取引】 

前事業年度（自 平成16年７月１日  至 平成17年６月30日） 

該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成17年７月１日  至 平成18年６月30日） 

該当事項はありません。 



（１株当たり情報） 

 （注）１．１株当たり当期純利益金額は期中平均株式数により算出しておりますが、無償で発行した株式については期

首に株式数が増加したものとして算出しております。 

２．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

１株当たり純資産額 53,288円68銭 

１株当たり当期純利益金額 6,522円92銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 
6,504円42銭 

 当社は、平成16年12月20日付で株式１株につき２株

の株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合の前事業年度における１株当たり情報について

は、以下のとおりであります。 

  

１株当たり純資産額 37,906円53銭  

１株当たり当期純利益金額 8,776円17銭  

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 
8,658円88銭  

１株当たり純資産額   63,137円18銭 

１株当たり当期純利益金額   10,848円25銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 
  10,836円15銭 

  

  

    

    

    

  
前事業年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円） 901,069 1,459,564 

普通株主に帰属しない金額（千円） 40,000 ― 

（うち利益処分による役員賞与金） (40,000) ―  

普通株式に係る当期純利益（千円） 861,069 1,459,564 

期中平均株式数（株） 132,007 134,544 

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（千円） ― ― 

普通株式増加数（株） 375 232 

（うち新株予約権） (375) (232) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

― ― 



（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

 ──────────   係争案件の和解 

 当社を原告、競合他社を被告とする、業態模倣による

110,000千円の損害賠償訴訟、並びに当該競合他社を原

告、当社を被告とする、129,500千円の不正競争防止法に

反するとした損害賠償訴訟につきましては、横浜地方裁

判所の和解勧告により、平成18年９月８日円満に和解が

成立しました。尚、これによる損益への影響はございま

せん。 

   ストックオプション 

１.当社は平成18年９月21日開催の定時株主総会におい

て、当社の取締役に対して、ストック・オプションとし

て新株予約権を発行することにつき、次のとおり決議い

たしました。 

(1)特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由 

  当社の取締役に対して、業績向上へのインセンティブ 

 を高めるために新株予約権を発行するものであります。 

(2)新株予約権発行の要領 

  1)新株予約権の割当を受ける者 

   当社の取締役 

  2)新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

   当社普通株式80株を１年間の上限とする。 

  3)発行する新株予約権の総数 

   80個を１年間の上限とする。 

  4)各新株予約権の発行価格 

   無償とする。 

  5)新株予約権の行使に際しての出資される財産の価額 

   各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

  は、次により決定される１株当たりの払込金額（以下 

  「払込金額」という。）に、新株予約権１個当たりの 

  目的である株式数を乗じた金額とする。 

   払込金額は、新株予約権発行日の属する月の前月の 

  各日（取引が成立しない日を除く。）における東京証 

  券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に 

  1.05を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）とす 

  る。ただし、当該金額が新株予約権発行日の終値（取 

  引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値）を 

  下回る場合は、新株予約権発行日の終値とする。 

  6)新株予約権の権利行使期間 

   平成20年10月１日から平成24年９月30日まで 

  7)譲渡による新株予約権の取得の制限 

   譲渡による新株予約権の取得については、当社取締 

   役会の承認を要する。 

  8)新株予約権行使の条件 

   ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時にお 

   いても、当社の取締役または監査役であることを要 

   する。ただし、社命による転籍または定年退職その 

   他これに準ずる正当な理由のある場合はこの限りで 

   はない。 

 



前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

    ②新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は 

   その死亡時において本人が行使しうる株式数を上限 

   として６ヶ月以内（ただし、新株予約権の行使期間 

   末日までとする）に相続人の行使を認める。なお、 

   行使開始日以前に死亡した場合は、相続を認めな 

   い。 

   ③新株予約権の質入その他一切の処分は認めない 

   ものとする。 

    ④その他の条件は、平成18年９月21日開催の定時株 

   主総会決議および取締役会決議に基づき当社と新株 

   予約権の割当てを受けたものとの間で締結する「新

   株予約権割当契約」に定めるところによる。 

   9)新株予約権取得事項 

   ①当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたと 

   き、または当社が完全子会社となる株式交換契約書 

   承認の議案もしくは株式移転の議案につき株主総 

   で承認されたときは、新株予約権を無償で取得する 

   事ができる。 

   ②新株予約権の行使の条件に該当しなくなったため 

   、新株予約権の全部または一部を行使できなくなっ 

   た場合は、当社は新株予約権を無償で取得すること 

   ができる。 

  10)新株予約権の行使により発生する端数の切り捨て 

   新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式 

   の数に１株に満たない端数がある場合には、これを 

   切り捨てるものとする。 

  11)その他の内容 

   新株予約権に関するその他の内容については、新株 

   予約権の募集事項を決定する取締役会において定め 

   る。 

 ２.当社は平成18年９月21日開催の定時株主総会におい

て、当社の従業員に対して、ストック・オプションとし

て新株予約権を発行することにつき、次のとおり決議い

たしました。 

(1)特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由 

  当社の従業員に対して、業績向上に対する意欲や士気 

 を一層高めるとともに優秀な人材を確保することを目的 

 として新株予約権を発行するものであります。 

(2)新株予約権発行の要領 

  1)新株予約権の割当を受ける者 

   当社の従業員のうち、当社取締役会で承認された者 

  とする。 

  2)新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

   当社普通株式70株を総株数の上限とする。 

  3)発行する新株予約権の総数 

   70個（各新株予約権の目的となる株式の数１株） 

  を総数の上限とする。 

   4)各新株予約権の発行価格 

   無償とする。 

 



前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

   5)新株予約権行使時に払込すべき金額 

   新株予約権行使時に払込すべき金額は、新株予約権 

  発行日において決定される１株当たりの払込金額に新 

  株予約権１個当たりの目的となる株式数を乗じた金額 

  とする。１株当たりの払込金額は、東京証券取引所に 

  おける当社株式普通取引の新株予約権発行日前日の終 

  値およびその日に先立つ終値の存する６直近日（前日 

  に終値がない場合はこの日に先立つ終値の存する７直 

  近日）の単純平均値に1.05を乗じた金額とし１円未満 

  は切り上げるものとする。ただし、その株価が新株予 

   約権発行日前日の終値（前日に終値がない場合は直近 

   日の終値）を下回る場合は、新株予約権発行日の終値 

   値とする。 

   6)新株予約権の権利行使期間 

   平成20年10月１日から平成24年９月30日まで 

   7)新株予約権の行使の条件 

   ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時にお 

   いても、当社従業員または当社関係会社の取締役も 

   しくは従業員の地位にあることを要する。 

   ②その他権利行使の条件は、新株予約権発行の取締 

   役会決議により決定するものとする。 

  8)新株予約権取得事項 

   ①当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場 

   合または当社が完全子会社となる株式交換契約書承 

   認の議案もしくは株式移転の議案につき株主総会で 

   承認された場合は、存続会社または当社の完全親会 

   社が新株予約権に付与義務を継承するときを除き、 

   新株予約権は無償で消却する事ができるものとす 

   る。 

   ②新株予約権者が権利行使をする前に、当社従業員 

   または当社関係会社の取締役もしくは従業員の地位 

   喪失により新株予約権を行使できなかった場合、当 

   該新株予約権については無償で消却することができ 

   るものとする。 

  9)新株予約権の譲渡制限 

   新株予約権を譲渡する場合には取締役会の承認を要 

   するものとする。 

  10)その他の内容 

   新株予約権に関するその他の内容については、新株 

   予約権の募集事項を決定する取締役会において定め 

   る。 



⑥【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

【債券】 

投資有価証券 その他有価証券 

銘     柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 

（千円） 

株式会社T＆Dホールディングス 2,900 26,825 

計 2,900 26,825 

投資有価証券 
満期保有目的の

債券 

銘     柄 券面総額（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 

三菱ＵＦＪセキュリティーズイ

ンターナショナル 

期限前償還条項付為替リンク債 

100,000 100,000 

計 100,000 100,000 



【有形固定資産等明細表】 

 （注）1.当期に増加した資産の主な内容は次のとおりであります。 

     建物、器具及び備品 

        黄金の蔵6店舗（横浜西口・新宿東口本店・新宿西口駅前・柏東口・新小岩南口・お茶の水）、月の雫 

         1店舗（新宿郵便局前）、東方見聞録1店舗（新宿西口パレット） 

  

2.当期に減少した資産の主な内容は次のとおりであります。 

     建物、器具及び備品 

        月の雫23店舗（赤坂見附・新宿パレット・新宿西口本店・品川グランパサ-ジュ・船橋南口FACE・新宿 

        靖国通り・蒲田・立川・銀座すきや橋・桜木町・西新宿・大宮・渋谷東急本店前・大井町東口・新宿 

        通り・さいたま新都心・八王子・秋葉原・新宿郵便局前・西梅田・あべのルシアス・クレフィ三宮・ 

        アトレ上野）、荳庵1店舗（銀座）、庖坊主2店舗（新宿東口・銀座） 

【社債明細表】 

 （注）１．（ ）内書きは、１年以内の償還予定額であります。 

２．決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。 

資産の種類 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
（千円） 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末残
高（千円） 

有形固定資産               

建物 5,557,159 586,162 2,172,743 3,970,578 1,094,124 367,028 2,876,453 

器具及び備品 659,809 211,666 221,807 649,668 293,353 162,846 356,315 

土地 57,370 － － 57,370 － － 57,370 

建設仮勘定 4,980 19,281 4,980 19,281 － － 19,281 

有形固定資産計 6,279,320 817,110 2,399,531 4,696,899 1,387,478 529,874 3,309,421 

無形固定資産               

商標権 1,070 － － 1,070 444 126 625 

ソフトウェア 10,525 59,426 － 69,951 15,015 9,866 54,936 

電話加入権 2,846 － － 2,846 － － 2,846 

無形固定資産計 14,441 59,426 － 73,868 15,460 9,992 58,407 

長期前払費用 77,517 1,144 73,904 4,756 3,818 1,770 938 

繰延資産 － － － － － － － 

繰延資産計 － － － － － － － 

銘柄 発行年月日 
前期末残高 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

利率（％） 担保 償還期限 

 第一回国内無担保普通社債 平成17年2月28日  
400,000 

(140,000) 

260,000 

(140,000) 
0.5  なし  平成20年2月28日

合計 － 
400,000 

(140,000) 

 260,000  

(140,000) 
－ － － 

１年以内（千円） 
１年超２年以内 
（千円） 

２年超３年以内 
（千円） 

３年超４年以内 
（千円） 

４年超５年以内 
（千円） 

140,000 120,000 － － － 



【借入金等明細表】 

 （注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）及びその他の有利子負債の貸借対照表日後５年間の返済

予定額は以下のとおりであります。 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

短期借入金 100,000 150,000 0.91 ― 

１年内返済予定長期借入金 978,420 627,830 1.47 ― 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 1,014,880 387,050 1.50 平成19年～20年 

その他の有利子負債（割賦購入未払金） 85,632 22,322 2.02 ― 

合計 2,178,932 1,187,202 ― ― 

  
１年超２年以内 
（千円） 

２年超３年以内 
（千円） 

３年超４年以内 
（千円） 

４年超５年以内 
（千円） 

長期借入金 337,050 50,000 ― ― 

その他の有利子負

債 
4,743 4,743 4,743 2,675 



【引当金明細表】 

 （注） 貸倒引当金の「当期減少額の（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（千円） 

当期減少額 
（その他） 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

貸倒引当金 9,130 11,363 － 9,130 11,363 

役員賞与引当金  － 80,000 － － 80,000 

役員退職慰労引当金 381,010 20,220 7,500 － 393,730 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 流動資産 

イ．現金及び預金 

ロ．売掛金 

相手先別明細 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注） 当期発生高には消費税等が含まれております。 

ハ．原材料 

区分 金額（千円） 

現金 114,803 

預金の種類   

当座預金 1,818 

普通預金 4,092,300 

定期預金 200,000 

小計 4,294,119 

合計 4,408,922 

相手先 金額（千円） 

ＵＦＪニコス株式会社 80,822 

株式会社ジェーシービー 49,571 

三井住友カード株式会社 33,467 

東京圏駅ビル開発株式会社（アトレ上野） 17,549 

蒲田ステーションビル株式会社 10,492 

その他 32,116 

合計 224,019 

前期繰越高 
（千円） 

当期発生高 
（千円） 

当期回収高 
（千円） 

次期繰越高 
（千円） 

回収率（％） 滞留期間（日） 

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） 
（Ｃ） 

────── 
(Ａ) ＋ (Ｂ) 

×100 

(Ａ) ＋ (Ｄ) 
────── 

２ 
─────── 

(Ｂ) 
───── 
365 

207,329 8,811,321 8,794,631 224,019 97.52 8.93 

品目 金額（千円） 

飲料品 18,155 

生鮮食品 7,091 

その他食品 11,110 

合計 36,357 



② 固定資産 

差入保証金 

③ 流動負債 

イ．買掛金 

ロ．未払費用 

相手先 金額（千円） 

株式会社永藤パン店 

（月の雫上野公園前店） 
195,000 

株式会社新宿西口会館 

（月の雫新宿西口パレット店） 
138,866 

株式会社鹿鳴 

（杉忠ビルＢ１Ｆ、４Ｆ） 
135,000 

株式会社スペーストラスト 

（葡萄屋サンケイビル４Ｆ） 
130,000 

池田観光有限会社 

（東方見聞録新宿東口２号店） 
117,000 

その他 

（月の雫銀座インズ店他） 
3,999,686 

合計 4,715,553 

相手先 金額（千円） 

株式会社中屋 119,219 

株式会社ハンスイ 75,756 

尾家産業株式会社 71,684 

フードリンク株式会社 47,459 

株式会社キョクジュ 44,669 

その他 157,322 

合計 516,112 

区分 金額（千円） 

給与賞与 603,844 

店舗諸経費 55,169 

社会保険料 22,593 

その他 15,534 

合計 697,142 



ハ．未払法人税等 

(3）【その他】 

 該当事項はありません。 

区分 金額（千円） 

法人税 745,085 

都府県民税 122,818 

市町村民税 47,221 

事業税 205,221 

合計 1,120,347 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

 （注）平成18年９月21日開催の定時株主総会の決議により定款が変更され、会社の公告方法は次のとおりとなりまし  

    た。      

     当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をできない場

    合は、日本経済新聞に掲載して行う。      

     なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。     

    http://sankofoods.com     

決算期 ６月30日 

定時株主総会 ９月中 

基準日 ６月30日 

株券の種類 1株券 10株券 100株券 

中間配当基準日 12月31日 

１単元の株式数 － 

株式の名義書換え   

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取扱場所 
東京都江東区東砂七丁目10番11号 

 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

単元未満株式の買取り － 

公告掲載方法 日本経済新聞 

株主に対する特典 株主優待制度 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

 当社は親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第29期）（自 平成16年7月1日 至 平成17年6月30日）平成17年9月26日関東財務局長に提出。 

(2) 半期報告書 

  第30期中（自 平成17年7月１日 至 平成17年12月31日）平成18年3月24日関東財務局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の監査報告書 

    平成１７年９月２２日

株式会社三光マーケティングフーズ     

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 大山  修   印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 山本 秀仁  印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式

会社三光マーケティングフーズの平成１６年７月１日から平成１７年６月３０日までの第２９期事業年度の財務諸表、す

なわち、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。

この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

三光マーケティングフーズの平成１７年６月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）

が別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

    平成１８年９月２１日

株式会社三光マーケティングフーズ     

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 関谷 靖夫   印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 山本 秀仁  印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式

会社三光マーケティングフーズの平成１７年７月１日から平成１８年６月３０日までの第３０期事業年度の財務諸表、す

なわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行

った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

三光マーケティングフーズの平成１８年６月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）

が別途保管しております。 
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